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令和２年裾野市議会３月定例会 

 予算決算委員会 総務分科会（予算審査） 

 令和２年２月２６日（水）、２７日（木）、２８日（金） 

 

２月２６日（水）総務部   財政課    ・・・・・・  ３ 

税務課    ・・・・・・ １３ 

人事課    ・・・・・・ ２３ 

検査監    ・・・・・・ ３６ 

 

 

２月２７日（木）      行政課    ・・・・・・ ３８ 

議会事務局  ・・・・・・ ４８ 

              監査委員事務局・・・・・・ ４９ 

                出納課    ・・・・・・ ５１ 

企画部   秘書課    ・・・・・・ ５４ 

 企画政策課 

情報政策室  ・・・・・・ ５８ 

                戦略広報課 

                シビックプライド推進室 ・ ６７ 

行政経営監  ・・・・・・ ８０ 

市民課    ・・・・・・ ８３ 

危機管理課  ・・・・・・ ８８ 

 

 

 

２月２８日（金）環境市民部 深良支所   ・・・・・・ ９８ 

              富岡支所   ・・・・・・１０５ 

                須山支所   ・・・・・・１０９ 

生活環境課  ・・・・・・１１１ 

美化センター ・・・・・・１２７ 

                                            

自由討議  ・・・・・・・・・・・・・１３８ 
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裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和２年２月 26日（水） 

 

                       ９時 00分 開会 

 

〇委員長（中村純也） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  これより、予算決算委員会に付託され、総務分科会に割り振られました第

３号議案 令和２年度裾野市一般会計予算のうちの関係部分、第７号事案 令

和２年度裾野市土地取得特別会計予算、第８号議案 令和２年度裾野市墓地事

業特別会計予算の審査を行います。 

  審査の方法は、各課単位で行い、それぞれ当局の説明を求めてから質疑に

入りたいと思います。 

  質疑の後、意見を伺います。 

  これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ご異議がありませんので、そのようにいたします。 

  ここで、各委員に申し上げます。質疑は一問一答方式で、要点を明確に、

簡潔な質疑をお願いいたします。 

  意見につきましても、要点を明確に、簡潔にお願いいたします。 

  次に、分科会外委員の発言の許否についてお諮りいたします。 

  質疑、意見について、分科会外委員からの発言の申し出があった場合には

委員長がその発言の許否を定めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ご異議がありませんので、そのようにいたします。 

  なお、分科会外委員の発言は、本委員の発言終了後といたします。 

  また、発言の際には録音の関係上必ずマイクをご使用願います。 

暫時休憩いたします。 

                       ９時 01分 休憩 

 

９時 02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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総務部 

〇委員長（中村純也） 総括説明は終わりました。 

暫時休憩いたします。 

                       ９時 05分 休憩 

 

                       ９時 06分 再開 

財政課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 30 ページの利子配当金のところの財調の基金利子ですけ

れども、補正予算のときに繰替え運用しているという話で減額をしているの

ですけれども、この先ずっと繰替え運用はずっと続く予定ですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 繰替え運用、基金の預け入れにつきましては、出納課さんと財政

課等で調整をしております。繰替え運用がなるべく起こらないような形の歳

入歳出の調整をやっていきますが、繰替え運用がなくなることは当面難しい

かと考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） このさっきもらった表でいくと、29 年度までは繰替え運

用は多分されていないのだと思いますけれども、いかがですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 出納課とお話ししたところ、29 年度も繰替え運用自体は行ってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 資金運用と起債の借入れ方法について、総合計画運営方

針をちょっと見ると、担当課と協議していろいろやっていくのだよという話

になっているのだけれども、令和２年度起債を借りるに当たって、資金もそ

うだけれども、何か特に元年度と違うようなことを考えていることはありま

すか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 起債を起こすことに対しては、年度間の負担平準化という考え方

でおりますので、基本的には起債事業、適債性のある建設事業や道路等につ

きましては、起債のほうを充当するという考え方で変更はございません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 
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〇委員（勝又利裕） その借入れ先は市中銀行もあったり、公的機関もあるの

でしょうけれども、そこの辺の比率というのはどういうふうに考えています

か。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 これまでもお話しさせていただいたことがあるのですが、基本的

には公的資金を借り入れるというような考え方でいます。ただし、利率が低

いために全国的に手を挙げる市町村が、団体が多くなっておりますので、そ

うしますとおのずと市中銀行のほうに県からの指示で回せというような話に

なります。ただし、最近市中銀行からの借入れの利率も低くなってきており

ますので、財政運営にはそれほど影響ないのかなというふうに考えておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この予算、第４次総合計画の最終年度に当たりますけれ

ども、達成するというのに対して達成する予算なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 総合計画の計画自体は非常に多岐にわたってございます。事業の

管理自体は企画政策課のほうで行っておるわけなのですが、予算編成におい

て教育やまちづくりなどの充実の重点的なものはございますが、基本的に財

政課としますと、担当課からの要求に対しては、分野の取りこぼしのないよ

うにおおむね対応できているというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） そうしますと、企画をやっているというのですけれども、

各部、課の予算配分ってどういうふうになっているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 各部、各課に対する予算配分というのは特段決めておりませんが、

要求前の段階では基本的に財政状況も余りよくないところから、対前年度の

一般財源を基準に要求するようにお願いしております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 分かりました、配分。査定方法等あると思うのですけれ

ども、企画だとか財政課とかあると思います。そこで削減された各担当が事

業をやっていくのに対して、達成できる予算かということをちょっとお聞き

したいなと思いまして。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 34分 休憩 

 

                       ９時 35分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 事業自体を取りやめという考え方はございません。確かに予算が

削減されますと、達成の度合いというのは難しくなるのですが、達成に向け

て期間を延長したり、また達成する方法にたどり着く方法を内製化を図った

りというような形で事業の達成は行われるのかなと思っております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません。30ページのところで、18款の１項１目のと

ころで使用建物等貸付料がここのところが財産貸付収入が 150 ぐらい増えて

いるのですけれども、何かこの要因というか、前年度と違うところを。前年

度ここが 979万 1,000円で、一千…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 37分 休憩 

 

                       ９時 37分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 今の質問は取り消して、財政課長にお伺いします。行財

政構造改革の中で歳入確保の努力で企画や行政、財政、３課でやっているの

ですけれども、雑収入を増やすとか全体で増やすとか２通りあると思うので

すけれども、まず一つ、自販機とか玄関マットとか雑収入的な、何かさらに

増やす方法というのは令和２年度に何か考えているのがあるのか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 雑収入については、令和２年度予算、特段変更はございません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） さらに工夫してほしいのですけれども、市全体で歳入を

増やす方法は何か考えていますか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 一番大きいところは、やはりふるさと納税にさらに力を入れてい

ただいているという形で成果も出てきているのかなというふうに考えており

ます。 

  もう一点は、行財政構造改革の計画の中でもお話ししておりますが、不要

になっております市有物件の売却というものを行政課のほうで力を入れてい

ただいております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） では、今の１つずつ、ふるさと納税の増やすということ
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で努力するということ、これは損益の分岐点はどれぐらいを目指せばその損

益を超えるのでしょうか。ずっと損をしている状況なのです。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 ふるさと納税につきましては、大体収入の半分が返礼品とかサイ

トなんかの手数料というふうになります。あと、市民税の控除との兼ね合い

がございます。一昨年の実績段階で 5,000 万程度という話でいたものですか

ら、令和２年度の確定申告の数字が来ないと令和２年度の影響がちょっと分

からないところがありますので、何とも言えないのですけれども、現況とん

とんぐらいなのかなというふうには見込んではおりますけれども。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 何とかこれが飛躍的に伸びることを期待して、この件は

終わります。 

  あと、市有財産の売却でしたっけ、処分でしたっけ。これは、令和２年度

に主に考えているところというのはありますか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 予算の上では普通財産の売却になりますので、行政課の所管であ

りますけれども、先ほど説明しましたけれども、旧勤労青少年ホーム、昨日

視察したあそこの用地、あとは職員駐車場であったヤオハンの南の部分が主

なものになります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その２つは、今までの委員会でもお話は聞いているので

すけれども、それ以外に検討できるところってありますか、令和２年に。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 40分 休憩 

 

                       ９時 40分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 以前に建設部のほうで購入しております西小学校の西側に代替地

がございます。それについては、何度か引き合いに出させていただいておる

のですが、なかなか代替地として取得が見込まれないという形から、普通財

産としての売却を検討しております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 消費税の交付金のところで、無償化に伴う部分で公立の
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保育園、幼稚園が 10 分の 10 自治体負担ということで、その額は幾らぐらい

で、令和２年度はどのくらいの自治体負担になるのか分かりますか。 

            （何事か言う声あり） 

〇委員（岡本和枝） 無償化に関連して、公立の場合は…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 41分 休憩 

 

                       ９時 42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

   岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、保育との無償化に伴って公的負担をしなけれ

ばならない部分は、この消費税のいろいろ経費分担には出ていますけれども、

これはどこに当てはまるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 お配りしております予算附属説明書の５ページになりますが、地

方消費税交付金の使途状況という形で、この表の中の児童福祉運営費に割当

てを行っております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 金額、無償化に関する負担すべき金額というのはどのよ

うになっているのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 43分 休憩 

 

                       ９時 45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 無償化に伴う経費の配分について、国からはどのような

指示というか、通知がきていますか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 消費税の使途の明確化というところについて財務省のほうから資

料が提供されてございます。その中に少子化に対処する施設に要する経費に

充てるものとするという表現がございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それは、今回昨年の無償化に伴って増額した部分を全て

100％充てなさいという指示はないということですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 
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〇財政課長 議員のおっしゃるとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 財政調整基金の関係ですけれども、中期財政と６億ぐら

い違うよと、年度末残高が。２年度中にいろいろ増加に向けてやっていくと

いうけれども、何か具体的な策ってありますか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 昨年度から取り組んでおるのですが、事業達成に向けて契約等を

結んだ際に入札差金等が出てきますもので、そういうものについては一度執

行を止めさせていただいて、財政課のほうで管理させていただきたいと、そ

ういうところから予算を確保できればなと考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、執行停止をさせたのは何か突発的なことが

ない限りどこかで減額をさせていくと、そういう考えですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 ３月補正等で減額補正として計上させていただければなと考えて

おります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、３月まで引っ張って、そこで減額をすると、

年度途中での減額は考えていない。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 差金が大きく出る部分については、皆さんご承知のとおり工事関

係が大きいものになります。どうしても工事期間中に増額等が、変更契約が

発生する場合がありますので、その財源を整理した後の３月補正という考え

でございます。 

〇委員長（中村純也） ほかありませんか。 

  村田委員。 

〇委員（村田 悠） 都市計画税の使途の状況は財政課になるので、お聞きす

るのですが、駅西の区画整理事業も総合計画に入ってくるのですが、その中

で平成 42年までに完成させるという旨であの事業は動いているのですが、そ

のことを重きに置いて、この都市計画税の用途状況に関して何か考慮された

点はありますか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 区画整理事業の進行、進め方につきましては、都市計画税も入れ

るのですが、基金の活用、起債の活用、ここにあります国費の活用という形

で、まず他財源を確保した上で最終的に一般財源として都市計画税を入れる
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というような考えで進めております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） もう一点、今日配られた紙で、先ほどの説明で、本年度

の財政力指数が 1.009 になるということで、今の機運業績でいくと１を割る

のではないかみたいなことを言っていたのですが、企業の徐々の……暫時休

憩。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 49分 休憩 

 

                       ９時 50分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（村田 悠） 先ほどの説明では、ベースラインの 1.2％をもととして、

この１を超えてくるのではないかという話であったのだけれども、このごろ

の財政状況を聞いていると、非常に生産部門も悪い状況にあるということで

ある。１を割ったときの話はどうなるのかお聞きします。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 やはり１を割ると普通交付税のほうで交付金のほうの収入がござ

います。しかし、余り大きく１を割り込むことというのも見込まれませんも

ので、身の丈に合った財政運営を継続していければなというふうな考えでご

ざいます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 50 ページをお願いします。総務管理費の財政管理費で、

3.2％減という説明がありました。昨年の予算立てのときには、財政事務費の

ほうを内製化ということでどんどん進めて 14％減だったのです。令和２年度

は 3.2％で、昨年の説明のときも委託費を努力重ねてきて、これからもどんど

ん努力を重ねるという説明があったのですけれども、14％減から 3.2…… 

〇委員長（中村純也） 短く端的に。 

〇委員（内藤法子） ％になった理由。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 委託の内容につきましては、財務諸表の作成でございます。内製

化につきましては、継続して行っていく予定でございますが、やはり委託費

の削減につきましては相手方がおりまして、なかなか難しい状況ですが、今

後交渉を続けて予算計上よりは減額させていきたいなと思っております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その点は分かりました。 
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  １つちょっと確認したいのですけれども、需用費の一般消耗品費で追録が

増加したというふうに説明がありました。議員のほうで追録を返上したのは

反映できないのかな、全然違うのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 52分 休憩 

 

                       ９時 53分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 今の質問は取り消します。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑はありませんか。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） すみません。少し細かいことなのですが、32 ペ

ージの基金繰入金の社会福祉事業基金繰入金 120 万円が昨日現地視察させて

いただいた安全運転支援措置の件というふうにご説明ありましたけれども、

市長の本会議上でのご説明ではファンケルクラシックの基金を活用するとい

うお話でしたが、この違いをご説明お願いいたします。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 ファンケルさんのお金につきましては、令和元年度中の収入にな

ります。一度そちらは社会福祉事業基金のほうに繰り入れさせていただきま

して、令和２年度になってから取り崩すというような考え方で、内容は同じ

になります。 

〇委員長（中村純也） 賀茂員。 

〇委員外議員（賀茂博美） もう事前に令和元年度にファンケルさんからいた

だいたその資金を一度基金に入れたものをもう一回出すという形ということ

でよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

 

 

財政課（第７号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 56分 休憩 

 

                       ９時 57分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（勝又利裕） 今現在、土地開発基金で持っている財産があると思うの

ですけれども、その処分予定はいかがでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 現在、市道改良事業代替地として公文名地先に土地を持ってござ

います。こちらにつきましては、近接する平松深良線都市計画街路の代替地

として取得しているものです。供用開始後、他の代替地に転用できない場合

は、こちらも売却が予定されます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） いつごろの予定ですか、大体でいいです。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 あちらの道路事業につきましては、令和２年度に供用開始が予定

されております。また、その下の工区につきましても、平松深良線として事

業を進めていきます。その際に代替地取得の希望がない場合が売却のタイミ

ングになるかと思っております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第７号議案に関する質疑を終わります。 

  これより第７号議案について意見を伺います。賛否に関する意見はありま

せんか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第７号議案に関する意見を終わります。 

  以上で財政課の質疑を終わります。 
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税務課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） すみません。お願いします。予算書のページでいうと 15

ページ、15、16 あたりになりますが、滞納繰越しのほうなのですけれども、

こちらの回収の見込みというのはどういう状況かというのをまず教えてくだ

さい。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 規定に従って滞納処分を行っております。先ほども言いましたけ

れども、大幅なアップは見込めないですけれども、継続してやることが重要

と考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 額としてもろもろ合わせると 6,000 万は超えてくるよう

な金額になってきておりまして、実際これが見込めるところで、これ以外に

どれほどあるのかというのは、繰越しが、ごめんなさい、滞納部分というの

は、それは数字として出てくるものでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 滞納繰越し分は、年々減少しているというふうに捉えています。 

  暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 16分 休憩 

 

                       10時 17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇税務課長 数字としては、決算で追うことができます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その件は了解しました。 

  監査のほうの指摘なのですけれども、予算書でいうと 68ページです。おぢ

やの負担金支出の妥当性というものをご説明いただけますか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 こちらについては、災害対策対応としてネットワーク、この重要

性を考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それは税務課でやるべきこと。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 
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〇税務課長 災害後の実務として被災証明、そちらの発行がいち早く求められ

る、そういう部分がありますそちらの部分で情報交換をしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その負担金の使われ方というか、そこまでは特にチェッ

クはなく。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 研修費に充てている部分、主には研修費でございます。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 補足させていただきます。もともとこちらは危機管理課のほうで

予算を計上しておりましたけれども、内容の実務が罹災証明とか税務の固定

資産の評価等、そういうやっているものの研修が主だったものですから、数

年前にこちらのほうに移管して、税務課のほうで事業を実施しております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 15 ページの固定資産税の関係で、減るのですけれども、

この補足説明書の３ページに償却資産が１億 3,000 万ちょっと減ることにな

っています。説明では、工場撤退による一部のということですけれども、ほ

とんどその関係でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 工場撤退の部分は確かにございます。それは、中期財政計画でも

落ちた部分ですが、さらに選考して、こちらで考えている大きな企業を毎年

選考して調査をしておりますが、その結果で償却資産の減収が分かりました

ものですから、その影響であわせております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） これに税率掛けてくると、恐らく基になる数字って 100

億程度、償却資産の部分が。そういうことで一部が撤退によるもので、それ

以外があるということでいいですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 理由としては大きく２つ、２の通りあります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 何年か前に、余り言いたくはないけれども、課税の関係

でいろいろあって、チェック体制を整えるのだよということで取り組んでい

ると思うのだけれども、２年度で特に何か考えていることはありますか。例

年どおりやるのか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 毎年申告の中でチェックをしっかりやっていく、そういうことを
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心がけたいと考えています。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 滞納整理機構の関係で、負担金が増えているということ

で、徴収実績もかなり決算で見るとあるものですから、それはそれでいいの

だけれども、２年度で滞納整理に関する件数は例年と同じぐらいのことを考

えているのかな。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 今年度同様 20件を考えています。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） その 20 件については、その滞納額もあるのだけれども、

県へ移管したほうがより徴収が可能だろうという考え方のもとでやるのです

か。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 議員おっしゃるとおり、やはり滞納額の大きな者から 40件、50件

を検討した中で送っております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 68 ページの資産税費って、これは固定資産税が事務事業

でいいと思うのですけれども、この事業は不動産鑑定士に委託する事業でよ

ろしいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 不動産鑑定士に委託する、土地の評価を鑑定する事業でございま

す。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 22分 休憩 

 

                       10時 24分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 取り消します。すみません。この資産税費は、固定資産

税と事業でよろしいのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 24分 休憩 

 

                       10時 25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 
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〇税務課長 固定資産税の賦課に関する業務全般を指しております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この事業に対して不動産鑑定士に出す委託事業でもよろ

しいのでしょうか。この事業は…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 25分 休憩 

 

                       10時 26分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 取り消します。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 滞納整理機構で先ほど勝又委員が伺ったのに続きますけ

れども、15ページと 67ページです。67ページの滞納整理機構の負担金が 100

万円アップしているのですけれども、件数としては前年度と 20件と同じ件数

で、これはアップするときは実績で、何でする、この 100 万アップした根拠

は。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 滞納整理機構の徴収実績が大幅に上がったことによる負担増にな

ります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） では、件数ではなくて実績で負担金が上がるということ

で理解していいのですね。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 徴収実績に率を掛けたものが負担金となります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その率というのは何％とか決まっているのですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 10％です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、その件は分かりました。 

  続きまして、15 ページの固定資産税なのですけれども、新築分の伸び率が

見込まれるとおっしゃったのですが、具体的にどれぐらいとかいうざっくり

としたつかみはあります。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 暫時休憩してください。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 28分 休憩 

 

                       10時 30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 件数ではなくて評価で説明をしたところなのですけれども。 

〇委員（内藤法子） 増えるということ。 

〇税務課長 増えるということ。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件は分かりました。 

  あと、16 ページの市のたばこ税なのですが、毎年減り続けているのですけ

れども、この試算というか、健康志向なのですけれども、この評価を、予算

立てするときにどのような指標というか、用いて…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 30分 休憩 

 

                       10時 30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 市たばこ税は、これからもどんどん減り続けるというふ

うに理解していいのですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 売り上げの本数は減っておりますが、税率がアップしております

ので、そこでのバランスを予算にしたいと考えております。 

  暫時休憩を願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 31分 休憩 

 

                       10時 32分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 終わります。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） すみません。68 ページの資産税費、このことについてお

伺いいたします。多分この事業というのは、評価基準点を決めるものでよろ

しいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 
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〇税務課長 評価基準に基づいて、それぞれの資産の評価を行うものです。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） あと、そうしますと、例えば区画整理完了した地域だと

か、まだしていない地域等あると思いますけれども、税務課として税収のこ

とについてどう関わっていくかちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 区画整理については、事業の進捗をしっかり追った中で１月１日

基準で課税をしていきます。 

  暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 33分 休憩 

 

                       10時 34分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 34分 休憩 

 

                       10時 35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  村田委員。 

〇委員（村田 悠） 16 ページ、都市計画税です。北部の御宿の区画整理事業

を入れて 400 万円増額ということなのだけれども、今年度については、あそ

こは分譲はされ、まだ供用開始にはならないのだけれども、線引き、都市計

画内に入った更地の状態での課税をもって、この差額分が全部だとは言わな

いけれども、幾らを見込んでその増額を、北部のまちづくりについては、幾

らの増額を見込んで都市計画税の増額を見込んでいるものか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 議員おっしゃるとおり、市外からの編入によった増になります。 

  暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 36分 休憩 
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                       10時 36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 比較分が今回の増額分に近い数字になります。 

〇委員長（勝又 明） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） もう一点、都市計画税なのですけれども、余りここで聞

きたくはないのだけれども、この後の質問とかに関わってくる問題なので、

地区計画をとっている千福が丘区のこの都市計画税の割合というのはどれく

らいありますか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 37分 休憩 

 

                       10時 38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 地域を限定としたパーセントとしては、数字を今持っておりませ

ん。 

〇委員長（中村純也） ほかに。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 固定資産税に関連してお尋ねします。今、宅地分譲の補

助金として 1,000 万円を出しているわけなのですけれども、固定資産に算定

されるときに宅地分譲補助金の制度みたいなものの影響みたいなのは勘案さ

れるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 39分 休憩 

 

                       10時 41分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今の質問は取り消します。 

〇委員長（中村純也） ほかありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  土屋主久委員。 
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〇分科会外委員（土屋主久） 確認の意味で聞かせてください。本年度の予算

額なのですけれども、賦課額だと 100％ですけれども、予算計上というのは賦

課額に対して収納率ということで、現年、過年、何％で源泉しているかをお

伺いしたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 税務ごとに徴収率をとっております。例えば個人の市民税ですと

98.6％、固定資産ですと 99％、こういった数字を採用しております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 42分 休憩 

 

                       10時 47分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 68 ページの資産税の委託料のところに固定資産

支援システムとか固定資産使用管理システムとかいろいろありますけれども、

ちょっとこのシステム保守とかリースとかいろいろあります。それ説明して

いただけませんか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 48分 休憩 

 

                       10時 53分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

   小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 大まかにどんな種類があるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 課税に伴うデータを更新する、そういったシステム、さらに市民

向けに構図を発行したりするシステム、それから家屋評価に使うシステム、

そういったものに分かれております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇委員外議員（小林 俊） 土地図面に関するものとＧＩＳ地理情報は、これ

は本当は一致するはずだと思うのですけれども、やっぱり違うものなのです

か。 

〇税務課主幹 違います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  土屋委員。 
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〇分科会外委員（土屋秀明） 税収のほうの関係です。予算の附属説明書の３

ページにあります固定資産税の中の償却資産の減収ですけれども、比較の。

先ほど委員からも質疑出ていますけれども、内容がちょっとはっきり分から

なかったものですから、再度説明をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 55分 休憩 

 

                       10時 55分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋秀明） 工場撤退のほうですけれども、まず、外から見

る限りは、建物等の解体がまだ始まっていないものですから、そういう中で

ということは、設備投資が極力控えられているという、そういうことなので

しょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 おっしゃるとおりだと思います。新たな設備投資が少なくなって

いる、また現在ある資産を処分した、そういったものになります。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋秀明） 同様の理由があるのですか。それ以外の調査か

ら判明したというのは同じ理由ですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 工場撤退以外の企業の調査については、やはり理由はそれぞれだ

と思いますけれども、同様の理由と考えております。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋秀明） 数字１億 3,600 万円ですけれども、先ほど２つ

の理由のうちで、それぞれこの額のどのぐらいの割合とかというのは答弁で

きますか。例えば 50％ずつぐらいだろうというような。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時 57分 休憩 

 

                       10時 59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 おおむね半分ずつと考えております。 

〇委員長（中村純也） そのほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑を終了いたします。 

 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で税務課の質疑を終わります。 
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人事課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 人事課の審査に入ります。 

  説明は終わりました。質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。47ページ、職員研修の関係です。今ご説

明でもいただきました点なのですけれども、おおむね前年同様に……暫時休

憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時16分 休憩 

 

                       11時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 先ほどの説明の中であった自主研修グループの助成とい

うのがありましたけれども、現在稼働している自主研修グループというのは

どれほどあるものでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 本年度は１件活動してございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） これに対しての助成をすることによって、他の会員に対

して自主研修グループが増えていくような流れというものは一つつくれてい

るのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 成果につきましては、部課長会議等で発表してございまして、そ

ういう機会を通して周知といいますか、成果を図っているというところでご

ざいます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時17分 休憩 

 

                       11時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 部課長会議で発表することによりまして、自主研修グループとい

うものも職員に周知を図っていく中で、その自主研修グループを誘発します

というか、ような形をとってございます。 
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            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時17分 休憩 

 

                       11時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 併せてメンタルヘルス等、ほかの職員研修に関する出向

というか、研修に赴くとは思うのですけれども、そういったものの横展開と

いうものに関してまで既に予算上に盛り込まれているものでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 横展開につきましては、特に予算計上はしてございません。しか

しながら、横展開という意味では、例えば派遣研修につきましては、成果を

インターネットに掲示して、見られるというような形で横展開は図っている

ところではあります。併せまして、派遣された課におきましては課内報告と

いうこともやってございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点は理解しました。総合計画のほうの進捗管理のほ

うからなのですけれども、職員の満足度向上というものがいま一つ上がって

きていないというような現状を受けて、こういった研修等々を通じて、ある

いは構成比のほうを通じて満足度向上に資するようなものというのは予算措

置の中にありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 研修の中で職員の満足度という部分でいいますと、直接的には余

り見えないですけれども、例えば公募型の研修なんかにおきましては、自発

的に目指していこうということもございますので、そういう面では研修関係

でいいますと、寄与する部分はあるかというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） すみません。続けて別件です。メンタルヘルスのほうで

す。暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時20分 休憩 

 

                       11時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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〇委員（増田祐二） 職員構成の関係で、メンタルヘルス等々のケアをして、

今後休職されている方が復職されて、正常に戻ってくる見込みというものは

ありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 休職という意味では、休職には至っておりませんけれども、長期

で休暇されている職員が数名います。そういう意味では、構成比の予算の絡

みでいいますと、産業医の面談というものを各月行っていたところを毎月実

施する中で、よりケアといいますか、という部分を取り組んでいきたいとい

うふうには考えております。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時21分 休憩 

 

                       11時22分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかに。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。職員研修費なのですけれども、前年度は

行財政構造改革で160万削られたのです。さらに令和２年度も18万削る傾向に

あるのですけれども、大切だという議論はなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 予算の現額については、十分精査する中でやっているというふう

には考えております。一概にその研修費、予算が減っておりますけれども、

一方ここ数年の傾向でいいますと内部講師を充実しているということの中で

は行っておりますので、遜色ないようにといいますか、というふうに取り組

んでいるというふうには考えてはございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 施政方針と予算大綱では、スマートデジタル自治体への

移行ということで新たな情報技術の対応できる人材の育成が必須だと市長は

おっしゃっているのですけれども、この言葉はこの研修のどこに、新たな人

材の育成必要というのはどこに生かされているのですか、予算の。 

            （「ちょっと暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時23分 休憩 

 

                       11時23分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 各課で進める個別の研修につきましては、ちょっと必要に応じて

人事課で協議をしてございます。ここでいう当初予算に載っている部分につ

きましては、人事課のほうで持っている予算計上の範疇となってございます

ので、来年度においてそういうことが必要であれば担当課のほうと協議して

いくものもあろうかなというふうには思います。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 必要に応じて補正を組んでいくということもあるという

ことですか。最初からそれありきではおかしいのですけれども。 

〇委員長（中村純也） 来年度と言いました。 

〇委員（内藤法子） 来年、令和２年度の中に。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 予算計上の中にはそういうことも想定しておりますので、担当課

予算枠というような形で先ほどの協議に応じて使えるような予算という部分

の所要の手当は考えてございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時24分 休憩 

 

                       11時24分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 令和２年度なのですが、当市における障害者の法定雇用

率の予測は、どんなふうに予測しているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 今年度につきましては、６月１日が基準となっておりますので、

法定雇用率をクリアしてございます。その辺は意識してございまして、ただ

雇用につきましては職員人数によって変わってくるものですから、それを意

識しながら取り組んでございます。法定雇用率というものを意識している中

での雇用というのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時25分 休憩 

 

                       11時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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〇人事課長 今年度についてはクリアしてございます。来年度につきましては、

職員数によって増減するものですから、今の時点でこうだというふうな確定

的なことの数字は把握してございません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それは、身体、精神それぞれの分野から充足していると

いうふうに理解してもいいのですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 種別については、それはないので、全ての障害者ということで率

は出されております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 人数とか聞いたらいけないのかな。暫時休憩。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時26分 休憩 

 

                       11時26分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 法定雇用率の数字をお願いします。今の2.5というのは。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時27分 休憩 

 

                       11時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 採用試験の委託を取ってあるのですけれども、例年の傾

向を踏まえて、２年度でここをこうしていく、ああしていくという何か例年

と違うような取組をこれから考えるのか分かりませんけれども、もし考えて

いることがあったら教えてください。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 来年度の採用計画については、これからまた詳細を詰めるので、

詳細のことはございませんけれども、今年度の取組ということの中での説明

でもよろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇人事課長 という中でいいますと、今年度につきましては夏と秋と保健師の

採用をやったわけですけれども、例えば専門職の部分でいうと、一般教養を

今までと違った、少し…… 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時28分 休憩 

 

                       11時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 例えば採用試験で一般行政とかいろいろ専門もあるのだ

けれども、今先に教養試験をやっている、それを例えば先に面接をやってし

まって、後から教養試験をやっていくとか、そんなことを考えているかなと

思って聞いたのですけれども、いかがですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 そこまでは具体的な考えは、検討はないですけれども、方法の中

ではそういうこともあろうかなというふうには思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今のは分かりました。給与費明細書を見ていただいて、

217、毎回毎回ちょっと聞いているのだけれども、時間外の関係で当初予算が

令和元年度より少なく盛られているのだよ。令和元年度の決算予定が恐らく

１億2,000万ぐらいいくのだけれども、これだけ絞っているということは、そ

れに向けた対策を何か考えているのかなと思いますけれども、いかがですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 時間外縮減につきましては、もう22、23年から取り組んでいる中

で、特に今年度につきましては、時間外の上限規制だったり、あとはノー残

業デーの徹底だったり、節減の向上に取り組んでいるところでございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時30分 休憩 

 

                       11時30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 そういう取組を行っておりますので、引き続きその取組をしてい

きたいというふうには思っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 時間外に関しては、やっぱり各所属の取組が重要だと思

っているもので、それをなるべく徹底するように人事課で音頭をやってもら

いたいというのが一つ、それからそれに付随してですけれども、いいですか、

休憩してください、ちょっと。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時30分 休憩 

 

                       11時32分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（勝又利裕） 時間外もかなり実際増えている状況で、当初予算は絞っ

ているけれども、育児休業者も何人かいる、メンタルの関係も何人かいる、

そうすると実働部隊が少ないわけだから、職員数、定員管理もあるけれども、

増やす方向で考えられますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 行財政構造改革というふうなこともございますので、直ちにとい

うことは難しいかもしれませんけれども、状況を見ながらそういうことも検

討していかなければいけないなというふうには思います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 別のことです。コンプライアンスの推進に関しては、令

和２年度で新たに取り組む方法はありますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 コンプライアンスにつきましては、推進本部を立ち上げておりま

して、その中で外部評価員の意見を聞きながら計画を立てて進めたいという

ふうに考えております。内容につきましては、そちらは今年の実績を踏まえ

て決めていきたいというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 外部評価委員会は何回を予定していますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 １年度に１回は予定してございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 47ページの職員研修費、関連があると思いますので、職

員が例えばこういう研修を行いたいという申し込みあった場合、どういう対

応をしますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 研修実施後にアンケートをとってございますので、その中で職員

のニーズというものを把握してございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） だから、例えば私も行きたい、私も行きたいとあります
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よね。それに対して割合、何人しか行けませんよというような対応でよろし

いのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 公募の手挙げということでよろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇人事課長 につきましては、その研修の内容であったり期間であったり所属

の状況であったりを勘案しながら判断してございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 人事課として、その職員研修に来てどういう効果を望ん

でおるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 人材育成基本方針にもありますとおり、職務の遂行能力だったり、

そういうことを高めるために行うというのが大きな目標ですけれども、具体

的にいいますと、その中で専門研修であったり階層別研修であったり、そう

いうものを実施するという形になっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 職員構成比に入るかもしれないのですけれども、研修と

いうのは人材育成だと思うのですけれども、それに伴って心の病とあります

よね。メンタルといいますけれども、面談だけでよろしいのでしょうか、ほ

かに何かありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 研修の絡みという話でいいますと、来年度につきましてはメンタ

ル系の研修を予定しておりまして、産業医の面談以外にもそういう中で心を

強くするというか、そのような研修なんかも実施していくという形では考え

ております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ちょっと暫時休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時36分 休憩 

 

                       11時36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（佐野利安） 議員の委員会視察について、視察に今まで一緒に同行し

て勉強していたのですけれども、それをなぜ削減したのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 議員同行の研修につきましては、見聞を広めるとか議員との交流
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を深めるというのは効果がありましたけれども、一般の行程的な問題であっ

たり、費用的なものを勘案しまして、昨年から見合わせているといいますか、

行っていないという状況です。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これを次年度に対して要求したら、要求等に人事課とし

て応えれることはできるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 派遣研修の予算がございますので、そういう中では予算面でいえ

ば対応は範囲内では可能かと思いますけれども、個々の研修につきましては

内容を見ながらというふうになろうかと思います。 

〇委員長（中村純也） その他ありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 一般管理費の中の共済費についてお尋ねします。共済費

として職員共済、雇用保険、社会保険料、労災保険とあるのですけれども、

ここの対象となるというのが正職員の方とフルタイムの会計年度任用職員の

方ということでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時38分 休憩 

 

                       11時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 共済費につきましては、この数字は正規職員の金額となっており

ます。 

  すみません。訂正をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 すみません。４節共済費につきましては、職員共済費につきまし

ては正規職員の共済費となっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） フルタイムの方で、こちらの表で４節共済費、職員共済

費で入っているのはどういうこと。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 すみません。表がちょっと見づらくて申しわけないです。フルタ

イムの４節につきましては、令和３年度以降がという意味で御覧いただけれ



32 

 

ばと思います。令和３年度以降に４節共済費と書いた。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時39分 休憩 

 

                       11時40分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、元年度と同様ということなのですけれども、

公務災害、災害についてはどの部分に当てはまりますか、会計年度任用職員

の方たちの補償。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 ４節の共済費の労災保険のところ。 

〇委員（岡本和枝） フルの方は、ここに入っているということ。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時41分 休憩 

 

                       11時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇人事課長 公務災害、４節の関係ですけれども、４節の共済費の労災の部分

と、46ページ、人事管理事務費の負担金補助金の中の部分の非常勤職員公務

災害負担金という形、こちらのほうで行ってございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 同じ会計年度任用職員の方でも待遇の差というのがやっ

ぱりあると思うのですけれども、あと先ほど出ていましたコンプライアンス

という部分では、特別この会計年度任用職員の方たちに対して何か考えられ

ていることというのはあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時42分 休憩 

 

                       11時43分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 コンプライアンスにつきましては、正規会計年度にかかわらず全

職員取り組むことですので、コンプライアンスについても同じように行って

いるという形になります。 
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  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  村田委員。 

〇委員（村田 悠） 216ページ、給与費明細書行きます。217か、特別職で条

例どおり副市長を２人にしたのは分かりました。一般職の中に過去の再任用

は分かるのですけれども、ほかに一般職の任期付職員というのはこの中に含

まれていますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 任期付職員の給料も含まれてございます。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） 何名ですか。 

            （「暫時休憩をお願いいたします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時44分 休憩 

 

                       11時45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 任期付につきましては、５名計上してございます。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） これは、今年度でいう役職だと、名称はどのような方々

になりますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 今年度でいいますと、園長と、あとは危機管理調整監、あとは行

政経営監、理事という形、昨年度につきましては。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） 来年度は、一般職の任期付職員、どのような名称の方々

を、５人だっけ、３人、来年は。 

            （「任期付は５人」の声あり） 

〇委員（村田 悠） ５人採用するつもりでいますか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時46分 休憩 

 

                       11時49分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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〇人事課長 予算上につきましては、５人を任期付として計上してございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 43ページの一番上に報償費、顧問弁護士とあり

ます。これは、何か相談会が定期的にあるのですか、それとも何か必要が応

じたときに相談するという形でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 顧問弁護士の費用につきましては、行政課でやっておりますので。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 会計年度任用職員の件です。ページは224ページ

なのですけれども、前年から制度が変わっているので、前年との比較ができ

ないのですが、臨時職員から会計年度任用職員になられた人数の違いという

のは、前年と比べてありますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 来年度につきましては、こちらの合計となりますので、343名とい

う形になります。こちらのほうの数字につきましては、今年度まで各課で雇

用していた三十数名も入ってございますので、そういうのをさっ引きますと

ほぼ同数という形になっております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） ほぼ同数ということで、人事管理に関する予算

額には変化がありますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 人事管理費におきましては、予算の増減はございません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより、第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を
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終わります。 

  以上で人事課の質疑を終わります。 
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検査監（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 工事検査というと品質の確保が重要だと思っていて、検

査体制の中でちょっと聞きたいのだけれども、今検査監と検査員が何人かい

ると思うのですけれども、その検査の分担というか、検査員を人材育成して

いくために令和２年度で考えていることはありますか。 

〇委員長（中村純也） 検査監。 

〇検査監 検査監の先ほどの分担と、検査監は検査監１名と検査員３名の職員

で行っています。基本的に検査は検査監が行うということで進めております。

実際に兼務の検査監につきましては、検査監、３月、事業は多々ありますの

で、その中での補助という形で今位置づけております、現段階では。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、検査員に検査まで全て任せるという体制は

今とっていないということですか。これからもとるつもりはないということ。 

〇委員長（中村純也） 検査監。 

〇検査監 実際兼務は公平な検査という流れの中では、やはり検査監が主体と

なるということで、現時点ではあくまで検査監が主体という中で考えており

ます。ただ、今後こういう職務のやっぱり事業の継続という流れの中では、

検討していく余地は必要だと思っていますが、担当課が業務多々抱えている

中での案件ですので、担当課と今後検討が必要だとは感じております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 検査員と検査、技術向上のための研修等をやっていると

思うのですけれども、どういうような研修なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 検査監。 

〇検査監 研修は、主に品質確保のための技術検査に対しての研修となります。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 検査研修、技術向上につながる研修だと思うのですけれ

ども、これを今年度に対してどういうふうに検査員の人に研修を参加させて

……いいです。すみません。それは取り消してください。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で委員の質疑を終わります。 

分科会外委員の質疑はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより、第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で検査監の所管の審議を終わります。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって散会いたします。 

 

                       11時58分 散会 
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裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和２年２月27日（木） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（中村純也） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開

きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、昨日と同様に当局の説明を求めてから質疑に入ります。 

  発言の際には録音の関係上、必ずマイクをご使用願います。 

 

 

行政課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） おはようございます。お願いします。 

  31ページです。現地視察でも確認はしているのですけれども、勤労青少年

ホームの売払い金の残額というか、基金に積み立てる部分の話ですが、学校

教育施設整備基金に積み立てるというふうなことですけれども、これ財調の

ほうにいかないで学校のほうにいくというのはどういった理由でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 これ、学校教育施設につきましては、なかなか積み立てる機会が

ないものですから、判断して今後のやっぱり特定目的の基金の充実も必要な

ものですから、学校ということで考えて学校の基金に積み立てております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、今後もどこかで使用するというふうなめど

があって基金化するということではなく、ほかに積み立てるものもないもの

でここに置いておくというふうな形です。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 ほかに積み立てるものというよりも、学校につきましてはやはり

継続的に工事とか需要がございまして、予算が必要になっております。その

中でなかなか学校に対して積み立てる機会がないものですから、今回大きな

資産の動きがあったもので、それにつきましては学校の基金に積み立て、今

後学校の改修とか、そういうのに備えていきたいというふうに考えておりま

す。 
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  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わかりました。 

  71ページのほうです。今年度は特に大きな選挙はなかろうかというふうに

は思うのですけれども、これで言うと選挙啓発委託になるのかもしれないの

ですが、投票率の向上に向けての行政課として、選挙管理委員会としての本

年度は施策というものは何かありますでしょうか。 

            （「来年度」の声あり） 

〇委員（増田祐二） 来年度。すみません。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 基本的には例年取り組んでいる啓発活動、明るい選挙推進のほう

で引き続き啓発のほう続けたいと思います。主には新成人の関係とか、18歳

のお便りとか、そういった部分を継続して続けたいと考えてございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 明推協のほうでもかなり取組を強めているところではあ

りますので、本年度行きました主権者教育、裾高さんからのオーダーがあっ

たりしたのですけれども、そういったことを行政のほうで考えられていると

いうことは現状は特にはないですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 今のところはちょっと考えておりません。裾野高とも話はしてい

るのですが、議会のほうでもいろいろやっていただいているという中で、こ

ちらのほうと明推協のほうでまたやるというのはなかなかカリキュラム的に

難しいというお話もありまして、ただやれない可能性はないものですから、

引き続きまた高校のほうとはお話のほうはさせていただこうかなと思ってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） あわせて、中学校や小学校に対するそういった教育の予

定というものは学校教育課と話したりはしていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 特に、例えば新たな取組についての話とかというのは現在のとこ

ろはしてございません。ただ、こちらとしては例えば投票箱の貸出しとか、

そういった部分での対応はしてございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。 
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  43ページの関係で、入札関係でちょっとお聞きします。今建設工事につい

ては予定価格事前公表しているけれども、３年以上たって、沼津の関係も出

てきたけれども、今後令和２年度について事後公表に戻す考えはありますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 その点につきましては、近日にコンプライアンス推進会議等ござ

いますので、またその中でお話のほうどうするかとか、あと実際に28年度後

半からどうなっているか、落札率の関係とかもまた見極めながら方向のほう

出していきたいなと思っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） わかりました。 

  もう一点、随意契約の関係で、随意契約理由を公表すると、ある一定の範

囲で公表しているのだけれども、それをちょっと広げるとか、そういう考え

は令和２年度で考えていますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 今のところは考えてございません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） あと、ファイリングシステム、国のほうでも公文書管理

いろいろ問題になっているのだけれども、２年度に向けて新たに取り組むと

ころはありますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 新たに取り組むことはないのですけれども、継続して行っている

のが随時、全庁全部で一気にというわけにはいかないのですけれども、年度

で割り振って各所属を回って点検のほうを毎年させていただいてございま

す。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 令和元年度回ってみてどんな感じでした。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 点数で言うと、100点満点で言うとおおむね80点ぐらいです。いい

ところも当然あれば平均80点ですので、ちょっとそこから下回っているとこ

ろもあります。そちらについては所属長を通してその辺の整理、整頓につい

て徹底するようにということで通知のほう出させてもらってございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ぜひその辺は徹底するように取り組んでもらいたい。 

  それで、もう一点。53ページの車両管理のところで、集中管理を増やすと

いうことで今説明があったけれども、台数として減る傾向にあるのかどうか

教えてください。総台数ね。 



41 

 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 総台数が全部で50台ですけれども、その中で例えば特殊な車につ

いては各所属になるのですけれども、それ以外として集中管理を現在の12台

から29台に拡大するのですが、一元化をまず優先させていただいて、その後

状況を見ながら利用度が少ない車両については縮減していくという形なので

すけれども。現在何台とは言えないのですけれども、縮減できる台数という

のは可能性としては数台は少なくともあるかなというふうに見込んでござい

ます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると12台から29台に増やすのだけれども、29台か

らもっと増やす、集中管理は。全体的に集中管理にするという考え方でやっ

ているのかな。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 これは、各担当のほうとも話、ヒアリングをしまして、集中管理

に持ってこれる車はこういう形で結果として上がっているのですけれども、

どうしても持ってこれない特殊な事情等ありますので、そういったものにつ

いてはそのまま置かせてもらっているという形になっておりますので、集中

管理は減ることはないですけれども、かといって増えるかというとなかなか

そこもちょっと今の段階では何とも言えないところでございます。 

            （「はい、了解です。いいです」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 今、勝又委員のところで関連でなのですけれども、車両

管理費で集中してやるということなのですけれども、公用車にドライブレコ

ーダーって何台ぐらいついているの。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 現在庁内の公用車、本庁舎の公用車につきましては50台ございま

すけれども、そのうちドライブレコーダー搭載が現在16台となっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 16台ですけれども、全車両にドライブレコーダー設置す

るという考えないのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 今後方向的に買換え等をする場合にはやはりその辺、安全面の配

慮も必要かなというところがありますので、そういったものを搭載したもの

をなるたけ買換え時に買い換えていきたいなと思っております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） では、52ページの庁舎管理費のところで、委託料とあり
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ますけれども、これこの中で職員ができるという委託ってありますでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 ほとんどは法定点検とか電気とか専門分野ですので、なかなか職

員がやるというのはちょっと難しいかなと思っております。例えば下のほう

にあります造園管理とかってありますけれども、例えば本庁舎の周りの草刈

りをやるとかというのはある程度できるのかなと思うのですけれども、基本

的にはちょっと難しいかなというふうに考えてございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 委託ということは、契約何年なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 長期でできるものは基本的に長期契約をしてございます。主に３

年となっております。長期契約できるものについては、項目として決まって

おりますので、基本的には長期で契約できるものは長期としてございます。

あとは基本的には単年契約となっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） そのことについてわかりました。私ちょっと疎いもので、

53ページの使用料及び賃借料にデマンド監視装置リース料と、これ電力を削

減するということ、これどういうもの。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 デマンド監視装置につきましては、庁内の電気料の関係でそれを

監視するためのシステムがあります。電気料につきましては、最大電力で行

くとそれが基本料金のもとになってしまいますので、基本的にそれをオーバ

ーしないような形での監視ということで活用のほうさせていただいてござい

ます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） それ、どこに設置しているの。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 行政課のところにございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 51ページの事業コード218の役務費なのですけれども…… 

〇委員長（中村純也） マイクもう少し近づけてください。 

〇委員（内藤法子） 51ページの普通財産管理費、事業コード218の別荘管理料

なのですが、これをちょっとどういうことなのか教えてください。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 
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〇行政課長 こちらのほうは、過去に別荘地、１つは近藤画伯の別荘地になり

ます。もう一つはあるのですけれども、基本的には２件別荘として今所有の

ほうしてございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この所有している意義というか、今後も何か来年度に向

けてどういう意義づけで２件、もう一か所がわからないのですけれども、ど

んなような検討があったのか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 こちらにつきましては、寄附でいただいたというような経緯がご

ざいます。現在これ活用していくかというとなかなか活用できない部分がご

ざいまして、こちらについては先ほどもちょっとお話あったのですけれども、

基本的には処分していきたい方向では考えてございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、来年は一歩進んで処分の方向に話を煮詰め

ていくという考えはあるのですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 基本的には勤労青少年ホームの売払い等もございますので、それ

と並行してできればやっていきたい部分はあるのですけれども、別荘地とい

うのは特殊でして、売り払うにしてもなかなか売れないような状況というの

をちょっと伺っていますので、その辺も状況を踏まえながら検討可能かどう

かも含めて検討できればというふうに考えてございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件は、検討お願いします。 

  43ページに戻って、事業コードの201の10節の需用費なのですけれども、印

刷製本費が本年424万1,000円から65万9,000円って急激に落ちているのです

けれども、私のみ間違えではなければ。ここはどうしてかなというところで

す。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 今年度深良用水の記念誌の関係ありまして、そこに印刷製本費と

して計上してございました。全部で440万なのですけれども、主にこの印刷製

本費がウエートを占めているということで、それが今回なくなったというこ

とでのご理解でお願いしたいと思います。 

            （「わかりました。了解です」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 一般管理費の中で平和教育について、昨年は特別旅費と
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いうことで80万円たしかついていたと思うのですけれども、来年度は委託料

の中で100万で入っていますが、これはどういうふうな変化なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 前年度までは特別旅費という形で持っていたのですけれども、行

程とかいろいろ組み立てていく上でちょっと職員にかなり負担があるという

ことで、今回から旅行会社のほうに委託をして、プラス随行も含めて委託と

いう形で考えてございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 職員の方の負担というのわかるのですが、それで先生と

か市の職員が一緒に行くという経費はそもそも入っていないですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 職員は行きます。行きますけれども、現在２人行っていますけれ

ども、それが２人行けるかどうかは今ちょっと検討中なのですけれども、少

なくとも学校の先生については一緒に行っていただくような形で考えてござ

います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） あと、次の44ページ、先ほど報告でありました平和首長

会議のメンバーシップの納付金、昨年度2,000円ってありました。でも、実際

にはなんか2,000円からもう6,000円にどうも上がっていたらしいのですけれ

ども、今回離脱はないけれどもという報告でしたけれども、もうちょっとそ

の辺のところの詳しくお願いします。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 6,000円に上がったというのはちょっと承知でなかったのですけ

れども、今まで2,000円ということでしたけれども、基本的にこの納付金につ

いては支払わなかったからといってメンバーから抜けるというわけではない

ということでして、基本的にはそういう事情がありまして、そちらのほう削

減とさせてもらっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 離脱ではないということの確認でよろしいですね。わか

りました。 

  次に、52ページの一番上、旧の勤労青少年ホームの解体工事がありますけ

れども、この前に現地視察のときにいろいろ処分のスケジュール等をいただ

きましたけれども、アスベストに関してアスベストの処理面積というのはど

のくらいなのか、こちらでわかりますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 具体的な数値は今ちょっと持ち合わせていないのですが、現地の
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ほうでちょっと説明させていただきましたけれども、基本的には入り口の部

分以外についてはほとんどアスベストが含有されているだろうということ

で、ほとんど、面積はすみません。今分からないのですが、ほとんど全面基

本的にはアスベスト対策で工事をしていくという形を考えてございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、飛散のレベルとかというのを事前の調査の中では

わかっていないのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 設計の段階ではそこまでわかりません。含有しているかしていな

いかだけの判断ですので。工事に際しては、それが飛散しないような形の対

策を取って工事のほうを進めていく予定でございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、今解体工事をして5,471万4,000円が上がって

いるのですが、このうちにアスベスト関係の処理費というのは確実に含まれ

ているというか、どのくらいなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 設計の内容までちょっと今分からないので、ちょっとお話しでき

ないのですけれども、基本的にはアスベストの処理費、処分費も含めた形と

なっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでひっくるめてこちら行政課のほうで対応されてい

くということですね。その設計の中身ひっくるめて。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 設計のほうはもう終わっておりますので、基本的にはそれを基に

してその処分費も含めた中で工事のほう進めていく予定でございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 歳入の35ページと歳出の52ページをちょっと一緒に

聞きたいのです。ここの35ページの太陽光発電余剰電力売電収入というのが

２万2,000円あって、光熱水費のところが1,200万あって、1,000万円上がるっ

て話だったのです。これって今年電気料が100万円上がるから、こっちの余剰

電力というのは売電収入というのは下がっている。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 太陽光発電の規模というのはそんなに大きくありません。基本的

には平日開庁日につきましては基本そこで全て消費してしまいまして、売電

につきましては閉庁日、主に土日、そこで生まれた電力についての売電とい
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う形になりますので、基本的には月1,000円とか2,000円とか、そのぐらいの

規模となっております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） それでは、52ページの歳出のところの光熱水費行き

ます。今年はこの光熱水費の電力の契約に関して、新電力だとか、来年度で

すね、そういうものを更新しながら何か削減に努めるような策はありますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 今のところは考えてございません。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） もう一点。省エネに努めるような策は何か来年度あ

りますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 特別な取組としてはちょっとないのですけれども、基本的には節

電とか、そういった対応で引き続き節減のほう考えていきたいなと思ってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時43分 休憩 

 

                       ９時43分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（佐野利安） ダンパーの取替えがあると思うのですけれども、新年度

予算で何か庁舎管理費か何かで盛られていますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課長。 

〇行政課長 ダンパーの交換につきましては、基本的には市費を支出するとい

うことはございません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で行政課の質疑を終わります。 

  以上で、総務部関係の議案の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       ９時44分 休憩 

 

                       ９時45分 再開 

 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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議会事務局（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、議会事務局の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       ９時48分 休憩 

 

                       ９時50分 再開 

 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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監査委員事務局（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。総合計画運営方針の進捗のほうからなの

ですけれども、監査基準の作成を今年度進めていらっしゃったと思うのです

けれども、そちらの来年度の運用方法というか、そちらについての説明をお

願いしてもいいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 監査基準につきましては、今の段階で監査委員の協議を

しておりまして、３月の末に決定をして、４月の１日から基準に適応した監

査を実施していこうというふうになっております。監査基準の主な内容とし

ては監査を実施する上での基本的な事項を取りまとめたものということにな

ります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そちらの公開というのはされますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 決定した際に告示を行いまして、以降例規に載せるかど

うかというものについては今現在行政課と検討しております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 定期監査の結果報告書をいただいたのですが、その中で

ちょっとわからない言葉があったのでお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時54分 休憩 

 

                       ９時56分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） すみません。12節委託料の委託先はどこになる

のですか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 
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〇監査委員事務局長 今年までは同じ大阪のほうの業者さんに頼んでおりまし

たけれども、来年については見積もりを取るものですから、今の段階ではま

だ未確定という形になります。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 10万円ということはどういう委託になるのです

か。１件とか何件とか、あるいは期間でとか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 一番主なものとしては技術士を派遣していただくといっ

たような中で工程管理から技術的な内容、そういったものをトータルで１日

見ていただいて報告書を取りまとめていただくというような形になります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で監査委員事務局の質疑を終わります。 

  休憩いたします。 

                       ９時58分 休憩 

 

                       ９時59分 再開 

 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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出納課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。本年度行われていた実務基礎研修会なの

ですけれども、来年度もこれは開催予定はあるものでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 来年度も継続して行う予定であります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 大体回数としても今年度ベースでほぼ同じような形。参

加者も同じような形でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 今年度と同様な形で行われる予定であります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 資金の運用、基金もそうですけれども、財政課と協議し

ていると思うのですけれども、来年度こうしていこう、ああしていこうとい

うような何かそういう予定はありますか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 基金の運用につきましては、来年度予定につきまして財政課と協

議いたしまして、運用予定の素案を出納課で取りまとめまして、それを協議

しております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、４月以降それができてくるという考えでい

いのかな。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 来年度の、特に大口定期預金の運用になりますけれども、利子か

らどのぐらいの金額というようなことは予定されております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） あと、細かい話になってしまうけれども、各課で支払う

あれがあるのだけれども、その資金計画、そこについては来年度も、恐らく

順調には行っていると思うのだけれども、その辺はどうですか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 資金計画につきましては、各課50万円以上の支払いについて提出

していただいておりますけれども、これは各課の事情によりますので、どの

ぐらいの物件が出てくるか分かりませんが、来年度引き続き資金計画等を参
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考にいたしまして、運用のほうもやっていきたいと考えております。 

            （「了解です。いいです」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  暫時休憩いたします。 

                       10時05分 休憩 

 

                       10時05分 再開 

 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 繰替運用の関係で、昨日財政課ともちょっと確認したの

ですけれども、出納とのやりとりの中で決めていくって話だけれども、繰替

運用に対しての考え方というか、大口でやってしまうと駄目だからというこ

とも、年度当初もそうなのだろうけれども、そこの考え方は財政と調整して

いますか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 繰替運用につきましては、先ほど説明させていただきました資金

計画を参考にしながら、実際繰替運用の金額を決める際には財政課と調整を

して繰替運用を行っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 結果的には各課の資金がどういう動きをするかというか

というところが重要だから、そこを時年度以降やっぱりしっかり、そこが決

まらないと次に行かないからということでいいのかな。そこをしっかりして

もらいたいけれども。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 委員がおっしゃるとおり各課の資金計画、特に支出の部分につき

まして注視をしながら繰替運用も行っていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） すみません。11節役務費の指定金融機関の派出

ですが、これは１年交代で２行を交換しているという状況でいいですか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 指定金融機関の交代につきましては、７月１日から交代になりま

すけれども、２年に１度の交代になります。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 
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〇分科会外委員（小林 俊） 何か100万円を上げてくれって話があったように

記憶しているのですけれども、それは現状では特にないですか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 今年度指定金融機関の手数料の値上げにつきましては要望が出て

おりますが、県下各市、町、会計管理者が集まる会議があるのですけれども、

そこでも議題に上りましたが、県下各市、町一斉に足並みをそろえて考えて

やっていこうという結果になっております。 

            （「了解です」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、出納課の質疑を終わります。 

  休憩します。 

                       10時08分 休憩 

 

                       10時18分 再開 

 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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企画部 

秘書課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。先ほどもフランクストンのジャパンフェ

アの件なのですけれども、こちら側からの発ですか、それとも向こう側から

の要請でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 これにつきましては、２年に１度ずつ交流をしております。なも

のでこちらから行くのは４年に１度になります。 

  以上です。 

            （「わかりました。大丈夫です」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 使用料及び賃借料のタクシー借り上げですか、このタク

シー、裾野市で２社ありますけれども、どちらがやっているのですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 どちらもございます。あと、三島等から来る場合にはほかの事業

者も使えるようにしてございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません。フランクストンの件なのですけれども、２

名の予算で、１人は市長、もう一人は。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 随行になります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その際行くのは、市長と随行２人だけですか、それとも

小中学生の人たちと一緒に行くのですよね。単独ではなくて一緒。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 秘書課のほうでは市長と随行２名です。それ以降のことについて

はこちらのほうではまだ把握しておりません。 

            （「休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時27分 休憩 
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                       10時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 子供たちの日程と合わない場合は市長たちが単独で行く

ということは聞いていますけれども、その効果というのが、今までで単独で

行ったことって、これは予算に関係ないな。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時27分 休憩 

 

                       10時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  取消しを。 

〇委員（内藤法子） 今の発言は取り消します。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今回新たに地域に飛び出す公務員を応援する首長連合の

負担金がありますけれども、その上には教育再生首長会議の負担金というこ

とであるのですが、このようで首長会議等に参加をするという基準みたいな

ものというのは何か設けてあるのでしょうか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時28分 休憩 

 

                       10時29分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  秘書課長。 

〇秘書課長 基準は特に設けておりません。今回につきましては、昨年の委員

さんからの質疑に対しましての答弁のとおり令和２年度から加入するもので

ございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 委託料、運転委託の320万円、これは市長車の運転だ

と思いますが、市長車を使える職務の範囲を教えてください。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 公務になります。 
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〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 職務の……暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時30分 休憩 

 

                       10時30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇副委員長（村田 悠） 職務というか、失礼。役職。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 市長に限ります。ただ、市長の公務の代わりに副市長や理事が出

る場合には市長車で向かうこともございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） タクシーの借上料も同じくお伺いします。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 タクシーも同じように公務で行ったときの場合になります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 報酬の表彰審査員のところなのですけれども、

6,000円掛ける４人掛ける１回なのだけれども、この金額のずれはどういうこ

とですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 記入は全部されておりませんが、２回の報酬委員の費用を載せて

ございます。もう一回は時間が短縮されますので、費用の２分の１の金額を

載せてございます。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、秘書課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       10時32分 休憩 

 

                       10時35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  



58 

 

企画政策課、情報政策室（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。予算のこともあるのですけれども、来年

度から情報政策室と統合してみらい政策課に変わるというところからなので

すけれども、現時点で事務の整理等々で来年度に向けて取り組まれているこ

とというのは何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 仕事の重複がないかどうか、まずその確認を進めております。

特にデータ利活用の部分は、ＩＣＴ技術を活用するという部分もありますの

で、そこでどういうとかし分けがいいのか検討を始めている、そういうよう

な状況であります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、予算と絡めてＩＣＴ推進事業の５万円の予

算がついていると思うのですけれども、そちらのほうでの進め方と見込まれ

る効果というものをどのように想定されていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 情報政策室長。 

〇情報政策室長 実はこのＩＣＴ推進事業についてなのですけれども、今まで

いろんな利活用の関係で企画政策課と情報政策室一緒になってやっている中

で主にお金がかからないような状況でできるものをとにかくどんどん進めて

いこうという考えでやってまいりました。ただ、実際に今年度ＩＣＴの利活

用を進めるに当たって、遠方、東京大学なんかとの連絡を取るためにやっぱ

りちょっといろいろ集音スピーカーがちゃんとしていなくて、うまく声が伝

わらないとかあったものですから、そういったものをちょっと買ったりはし

ていたのです。やはり今後のことも考えて、そういったところでお金全くか

けないのもどうなのかなということがありまして、ちゃんと載せるように今

後していきたいなということもあって、とりあえず手始めに５万円は載せさ

せていただきました。今後ＩＣＴの利活用がどういった進展をするかという

ところがまたちょっと見えないところがあるのですけれども、今のところは

現状の、余りお金をかけずに民間の力を借りてやっていく方向で進めていこ

うという考えでは今のところいます。ただ、今後もしかするとちゃんとお金

を、予算を取ってしっかりしたものを始めようということになる可能性はあ

りますので、その場合はまた補正なりなんなりで対応する形になるかなと思

っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 
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〇委員（増田祐二） そうすると、部課長会議で前回健康福祉部のほうで導入

していらっしゃった民間との業務提携になるのですか、あの取組というもの

は来年度も何かしらやっていくような予定があるでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時54分 休憩 

 

                       10時57分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 昨年度コード・フォー・ジャパンとの業務提携の中で行

っていたような業務の中でのＩＣＴを用いた効率化の推進というのはみらい

政策課の所管になりますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 中心となって進めていくべき事業だと考えております。 

〇委員長（中村純也） 企画部長。 

〇企画部長 訂正します。来年度からは統合後のみらい政策課が進めてまいり

ます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 予算書で言うと54ページになります。自主運行バス含め

公共交通の関連なのですけれども、公共交通マニュアル、今年度整備されて

いらっしゃって、来年度以降これがどのような運用をされていくのかという

ことを伺います。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 現在地域からの……暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也）   暫時休憩いたします。 

                       10時58分 休憩 

 

                       10時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇企画政策課長 来年度は、地域に公共交通マニュアルの説明会等を開催し、

その制度的な理解を図っていくことを考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それでは、あわせてなのですけれども、構造改革のほう

ではすそのーるの話、令和３年度に向けての話が出てきていますので、そう
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いったことの説明も併せて行っていくような形ですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時59分 休憩 

 

                       11時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 目標値、指標等の内容も併せて説明していく予定でおります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 歳入の30ページの権限移譲事務の交付金ですけれども、

権限移譲自体は来年度以降も増えていくのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 県のほうで移譲計画の再策定、見直しが行われております。

その状況を見ますと、それほど大きなものは来年度は予定されていないとい

うふうに認識しております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 県の計画というのは今年度できるということですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 そのように聞いております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、来年度はなくても再来年以降は可能性とし

ては残っているってそういう、権限移譲はまだ拡大してくるって考えていい

のですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 その辺につきましては、権限移譲されたものをどういうのが

最適な権限配分といいますか、それなのか検討して、場合によっては一旦移

譲したものを県のほうに引き上げるとかそのような計画も併せて検討が進め

られているところです。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時01分 休憩 
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                       11時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、県の計画では今までやっていたものをまた

戻す可能性の、そういう計画を作っているということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 はい、そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 第４次総合計画後期基本計画の令和２年実施計画で乗り

合いタクシー千福が丘運行委託事業、平日の早朝、千福が丘と裾野駅を結ぶ

乗り合いタクシー運行事業なのですけれども、これ今年度何人ぐらい利用し

ているのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時03分 休憩 

 

                       11時04分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 令和元年度12月までで1,052人実績がございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 増えていることはあれなのですけれども、来年度に向け

た課題って何かあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 利用者が定員が９人のもので運行しておりますので、場合に

よっては10人乗りたいという場合の対策が必要ではないかというふうなこと

は１つ考えられると思います。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 分かりました。近隣でも沼津市でも自動運転等やってい

るのですけれども、市としても自動運転に対して県や国に働きかけるという

ことはしないでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時05分 休憩 

 

                       11時06分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇企画政策課長 県のほうへ要望をしております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 事業コード222の企画調整費、54ページなのですけれども、

この12節の委託料の中に令和元年度はデータ利活用事業委託が入っていたの

ですけれども、これは次年度はどこに入るのですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 査定で減額されました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これは、データ利活用、市民の期待も多くて、実際に利

活用して区の改善へつなげたとか実績もあるのですけれども、査定で落とさ

れた理由というのは。 

  言い方変えます。査定で落とされたのは非常に残念なのですけれども、こ

れに代わるものというのが次年度何かあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 費用をかけずに知恵を使えということであります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 費用をかけずに知恵を使う、これ職員の研修と市民講座

だったのですけれども、費用をかけずにできる範囲ってどんなものが考えら

れるのですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 現在各種の人材派遣の事業がありますので、その制度の、例

えば県のそういう派遣の制度を活用するとか、あと協定を結んでおりますコ

ード・フォー・ジャパンの包括協定の中で人材を派遣していただいて、事業

を続けていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今までのデータ利活用事業でやったものが脈々と生かさ

れて次年度も何らかの形で実行できるというふうに理解してもいいですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 そのように努めてまいります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件は分かりました。 

  それでは、同じく18節の負補交なのですけれども、公共交通機関利用者補

助事業負担が45万から25万、実績から落としたということですが、では次年

度は何人ぐらい利用してもらうという予測でこれを落としたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 
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〇企画政策課長 おおむねこの年度実績と同等としますと、250名程度の利用が

見込まれるものですから、利用率が50％を見込みまして25万という数字で見

込んでおります。計上しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これを逆に実績が悪かったからということで絞るのでは

なくて、もっと利用してもらうという方向の予算立てというか方向で予算立

てのときに考えなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時09分 休憩 

 

                       11時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 利用率を上げていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 利用率を上げる工夫って何かお考えありますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 制度をご存じない方がいらっしゃると思いますので、その方

に何かしら届くようなＰＲを考えていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その対象地区の、例えば老人会とかを経由してスポット

で知らせると、そういうのも考えていただけたらなと思います。これは終わ

りました。 

  その下なのですけれども、研修出席者負担金が５万円から２万円、いわゆ

るこういう研修出席者負担金が下がっているのですけれども、どの部分が減

ったのですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 この部分につきましては、そういう負担金が必要な会議があ

ったときのために予算を計上させていただいた、そういう性格の金額になり

ます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、研修自体が減るということではなくってとい

うこと。 

  では、その下なのですけれども…… 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時11分 休憩 

 

                       11時11分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その下の２市１町の広域連携研究会負担金なのですが、

令和元年度は予算立てのときに時限的に地図を作るだけで単年度というふう

に聞いていたのです。それが次年度に予算立てしたのは何かあるのでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時12分 休憩 

 

                       11時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 第二東名の開通に係る行事の負担金となります。 

            （「わかりました。以上です」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、62ページ、電算事務費の委託料です。マイナ

ンバー制度に係る基幹業務システムの改修委託ということで110万円載って

いますが、2020年度に対して国からマイナンバー制度についての何か指示の

ような、そういうものというのは何かあるでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 情報政策室長。 

〇情報政策室長 直接国からの指示というものはございませんけれども、Ｊ―

ＬＩＳのほうで今ある情報連携ネットワークの次期交換に向けた準備のほう

をしておりまして、そちらの負担金が今回予算のほうに歳入歳出ともに計上

させていただいているような状態になっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、それは前からのマイナンバーの健康保険証の代わ

りに使おうとかというような話が出ているのですけれども、それに結びつい

たようなものなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 情報政策室長。 
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〇情報政策室長 マイナンバーカードを保険証に利用することに関連した改修

については具体的にはまだ決まっておりませんので、国のほうでも予算立て

について何か言ってきているということはありません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） すみません。今の62ページの委託料のところな

のですけれども、これ委託先って何社ぐらいあるのですか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時15分 休憩 

 

                       11時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  情報政策室長。 

〇情報政策室長 ５社から６社ほどになるかと思います。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） その下の使用料及び賃借料で支払っている相手

先もたくさんあるのですか。 

〇委員長（中村純也） 情報政策室長。 

〇情報政策室長 こちらリースに限定して言いますと今４から５社。それ以外

の使用料に関して言いますと、こちらも４社から５社ほどあるかと思います。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） それは別の業者から５社ですか。ですから合計

で８社から10社というそういう感じですか。 

〇委員長（中村純也） 情報政策室長。 

〇情報政策室長 そうなります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

  岡本委員。 
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〇委員（岡本和枝） 今回の行財政構造改革取組の方向性というのが住民の生

活を守るとか、そういう部分で納得がいかないというような部分で、この企

画政策課のところで意見を述べさせてもらいます。担当の方がどうこうとい

うことではなくて。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、企画政策課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       11時17分 休憩 

 

                       11時22分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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戦略広報課、シビックプライド推進室（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。予算全体に関してなのですけれども、施

政方針の中でも重点施策でも情報発信とシティプロモーションはかなり強く

うたっていらっしゃって、その中でシビックプライド推進室のほうは増額な

のですけれども、おおむねこれはふるさと納税分で、シティプロモーション

のほう、広報広聴活動のほうは減額予算ということなのですけれども、事業

の内容は今伺ったのでおおむね見えてはいるのですが、効果としてこれは目

的を達成するのに十分な予算という考えですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今の段階ではこの予算でいけるなというふうには思っており

ます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、中身というか今までの事業とほぼ変わらず

に同じような効果が見込めるというふうに、同じことですね。今のなしでい

いです。質問変えます。 

  予算書の49ページ、今説明もいただきましたが、50周年のシンボルマーク

と看板のお話なのですけれども、これスケジュール感としてはどういった形

で令和２年度動きますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 実際にそのイベントは令和３年度になってくるのですけれど

も、まずは今回ここに計上させてもらったものというのは、とりあえず40周

年のときを参考にしまして、その前年度に準備しておいたほうがいいのでは

ないかというようなものを計上させていただいております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、例えばこの時期に作って掲出をするとかっ

て、そういうふうなスケジュールまではまだ組んでいないというようなこと

でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい、そうです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 全部が戦略広報課ではないかとは思うのですけれども、

50周年の事前の告知関係に関してこの予算以外のもので何か考えていること

はありますか。 
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〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 まずは、頭出しというふうな金額レベルではないのですけれ

ども、今のところ40周年を参考にして前年度で準備しておいたほうがいいだ

ろうなというものはとりあえず戦略広報課から予算化させていただきまし

た。ですから、今のところはほかの部署からはないというふうに認識してお

ります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） ふるさと納税のほうです。こちらの増収、毎年ここに関

しては大きめの目標設定されていますけれども、今年度の取組、新しいこと

等はありますか。ごめんなさい。来年度の取組。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 引き続き返礼品の数を増やすということはもちろん検討して

これからも続けていくのですけれども、できるかどうかちょっとはっきりし

ないのですが、新たなポータルサイトを増やすことも検討はしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その中でふるさと納税の本来の目的の部分である裾野市

のＰＲにつながるようなことということに対する工夫はありますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 特段新たなことは今のところは考えていないのですが、ただ

ポータルサイトが例えば増やすことができたとしたら、注文してくれる人の

層なんかも違うようなことも見込めて、また新たに裾野市の情報発信ができ

るのかなというふうには考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 65ページのほうです。先ほどご説明でもいただきました

市民活動センターの部分なのですけれども、新しい公共の担い手の業務も来

年の委託の中に織り込むような形でできたら望ましいというふうなことなの

ですけれども、委託内容としてはそこまでは盛り込まずにプロポーザルの中

で出てくればいいかなという程度の話ですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 そういう形ではなくて、そういう部分を提案してもらえるよ

うな形での仕様書を出していっております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 男女共同参画のほうです。はじめの一歩をまた再策定、

見直しのところで、今年度予算で委託している部分、その内容というのはど

の作業になりますか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時38分 休憩 

 

                       11時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 来年度は、一応今年度で前回の10年分のはじめの一歩の計画

は終わる年になりますので、来年度は計画自体を策定するということを考え

ております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今年度アンケートを取られたということですので、そち

らを活用して一からまた始めるというようなことでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい、そうです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 予算にはないところなのですけれども、ほかの課の話を

聞いているとパブコメを出したときのパブコメの件数はそれほど多くない印

象を受けてはいるのです。その点に関して御課のほうでパブコメが増えるよ

うな努力というか、そういったものは来年度何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 特別に新たな試みということは今のところは検討していない

のですが、やはりパブコメのコメントしてもらえる件数が少ないのは承知し

ておりますので、また引き続きより多くの市民の意見が聞けるように検討は

していきます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 48ページだけれども、市政カレンダーの発行の予算って

この中に盛られていますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 12節委託料に入っております。失礼しました。10番需用費の

印刷製本費に含まれております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 市政カレンダーを廃止予定は令和３年度からでいいとい

うことでいいのですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい。行財政構造改革ではそうなっております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 
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〇委員（勝又利裕） ちょっと確認しますけれども、市政カレンダー自体は身

の丈を超えたものだという判断をされていますか。もう一度ここで確認しま

す。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時40分 休憩 

 

                       11時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 身の丈を超えているという部分についてこれから、今までも

そうなのですが、検討してこれから協議をしていきたいと思っております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時42分 休憩 

 

                       11時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 全ての事業の見直しを踏まえながら、新たなゼロベースで考

えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） イメージとして、みんな身の丈を超えたものというのは

すごくイメージとして残ってしまっているのです。ゼロベースで見直したと

いうことではないもので。そこら辺もまたうまくＰＲしていく必要があると

思います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 令和２年度の財政構造改革の取組実績の中からちょっと

お聞きいたします。シティプロモーション事業減額としまして、昨年見込額

が75万5,000円、実施額が169万1,000円って、これは努力していると思います。

何を削減したかちょっと教えていただけますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 前年の事業の見直しなんかをしまして、廃止できるものは廃
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止したというふうな中で減額の実績が出ました。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時44分 休憩 

 

                       11時44分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 廃止したのがあるからということなのでしょうけれども。

そのことについてしっかり、増田委員からもちょっとあれなのですけれども、

それに対して目標を達成できるのかって、削減するだけして、そのことにつ

いてちょっと教えてください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時44分 休憩 

 

                       11時44分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 達成するような予算を組んでおりますので、その旨進めてい

きたいと思っております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。この行財政構造改革の中でも先ほど説明

があった新しい公共を担う活動主体事業が減額になったのですけれども、そ

れを市民活動センターに担ってもらうために少し予算をアップするとかとい

うそういう検討はなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 実際には多少ではあるのですが、予算は増やしました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 増やした場合、その部分は幾らですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 35万ぐらいが増額となっております。 

            （「分かりました」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時46分 休憩 

 

                       11時47分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 49ページなのですが、フィルムコミッションイベント委

託が今年度に比べて来年度、今年度は165万予算立てしていたのが35万という

ことで急激に減っていますが、今年度もキングダムかなりよかったと思うの

ですけれども、35万円に減額してどのようなことができるのでしょうか。49

ページ、フィルムコミッション。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時48分 休憩 

 

                       11時48分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 毎年ロケフェスタというのを計画しているのですが、この令

和２年度についてはその事業費だけの予算というふうになりました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その事業費だけでフィルムコミッションが今までやって

いた裾野市のＰＲ効果とか、そういうものは目的は達成できるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 例年どおりの事業ということになるのですが、その中では進

めていけるのかなというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 59ページの市民相談費の弁護士相談なのですが、よく広

報でも予約がいっぱいになりましたという放送がいつもあるのですが、ここ

のところを市民ニーズに勘案して増やすとかという議論はなかったのでしょ

うか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今のところは現状の回数で実施していこうというふうなこと

で、この予算を計画しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、市民ニーズに応えられないというのどれぐ

らい応えられない、全部応えられない現状は続いていくのですよね。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 予約等も含めて、その月では相談し切れない部分というのは

出てしまうのかなというふうには考えております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時50分 休憩 
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                       11時50分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 市民ニーズという部分なのですが、当市の施策として実施し

ている法律相談以外にもほかのところで行っております法律相談等ございま

して、そちらを案内させていただいております。その中では市民ニーズにつ

いては対応できているのかなというふうに考えております。 

            （「終わります」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 48ページ、広報広聴のところで広報紙「広報すその」の

発行についてお尋ねします。今、月１回の発行になりました。区長さんとか

は負担が減ったということで、そういう評価ってあると思うのですけれども、

月１回になって市民からの意見何か来ていますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 年度初めに数件確認の電話、正式に言うと３件なのですが、

はありました。１回になったのかというふうな問合せでした。そのとおりと

いうふうな回答をさせてもらっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ２回を１回にすることによって、質的にはほぼ目的を達

成する情報が極端に減るとか、そういうことはないということでたしかお話

あったと思うのですが、実際に平和都市の派遣をした中学生の感想文が今ま

で全員載ったのが今回はニュース的にちょっと載ったのと、あと民生委員さ

んの顔写真が改選のときには全員、あなたの身近な相談相手ですということ

で載っていたのがそれもなくなりました。そのときには…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時52分 休憩 

 

                       11時52分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（岡本和枝） そういう部分で何か対策はどのように取られていますか。

きちんとした広報広聴の役割が減になったというところでの対策は何か考え

られていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 例えばほかの媒体を通してご案内をしたりとか、今の話の民
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生委員さんなんかについては果たして顔写真を載せる必要がどうしてもある

のかというふうな議論は職場内でもいたしまして、今回は外させてもらった

次第であります。ですから、従来全部掲載されていた記事を全く全部載せる

必要があるのかという部分は毎回毎回、毎号毎号一応検討はしております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時53分 休憩 

 

                       11時53分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今の目的の達成の部分というのが、今私どものほうで考えて

いるには情報量というようなものは皆さんに適切にお出しできているのかな

というふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 具体的な例として民生委員さんの場合は顔写真で、電話

とかは入っていないのですけれども、自分のところの民生委員さんという部

分ではとても載せる意味というのは大きかったのかなと思うのですが、それ

に代わる方法というのは具体的には何か対策は取られたのでしょうか。自分

のところの民生委員さんが誰かよく分からないという部分で。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 先ほども申し上げたのですが、広報紙を通じて全部同じ情報

量を出すという、従来のものと同じものを出すというのが適切なのかどうか

という部分を判断して、今回は顔写真は省かせていただきました。ただ、窓

口となります民生委員さんについては社会福祉課なのですが、そういうとこ

ろではご案内等ができるというふうに考えていますので、広報紙での記事の

掲載、写真の掲載というのは考えておりません。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時55分 休憩 

 

                       11時55分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 判断のところで、やはりもう少し市民の立場に立っての

判断というのを持っていただきたいなと思うのです。それはいいです。その

点は。 

  実際にすそのスタイルが回数が減りましたけれども、それはそれで私はい
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いのかなというふうに思っています。ただ、広報に関しては本来の広報とい

う部分ではもう少し考えていただけないかと思います。これはいいです。 

  次にもう一点。ちょっと休憩していただきたいのですが。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時56分 休憩 

 

                       11時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 令和２年度実施計画の中で、定住移住促進事業、定住移

住を促進するために移住セミナーへの出展とあります。この常盤橋とかだと

思いますけれども、それについての課題って何かあります。この事業につい

て。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 課題というのがやはりどうしても知名度が弱くて、市単独で

例えば定住移住セミナーなんかが今までできなかったのかなという部分が、

やっても余り集客が見込められないというふうなことが課題ではなかったの

かなと思います。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この事業をやっていて、何人ぐらい移住定住に対する目

標って何人ぐらいいるでしょうか。何世帯というのかな。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 なかなか定住をしていただける実績が伸びてこないのが現実

なのですが、ただ例年数家庭の、数人の定住者が出てきておりますので、そ

の人数、世帯数がより多くなっていくような方法をこれから検討してまいり

たいと思います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありますか。  

暫時休憩します。 

                       12時00分 休憩 

 

                       12時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） すみません。82ページの放送施設費の17節の備

品購入費で、個別受信機が２年度入るということで、アナログからデジタル

に変わるとありますが、まずは具体的にデジタル、どういうふうに変わるか

教えてください。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 デジタル周波での受信機ということになりますので、通信の

量が増えたり……暫時休憩願います。 

暫時休憩します。 

                       12時01分 休憩 

 

                       12時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 アナログからデジタル受信機に替えなければならないという

のは従来総務省からしなければならないということで通知が来ておりました

が、全国的な流れの中で完全にデジタル化しなくてもいいような方向になっ

ているのですが、当市では特定財源もございますので、最初に実施を計画し

た中で引き続きデジタル化を進めさせていただいております。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） 分かりました。 

  ２年度は1,400台という台数なのですけれども、交換方法はどのようにやら

れるか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 業者と契約を結びまして、その業者に交換と取付けまでは実

施していただくようなことで考えております。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） 個別といいますか、訪問する方式ということで

よろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 そうです。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） その委託料はどこかに入ってございますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 備品購入費となっているのですが、その契約の中で交換、設

置までも含めたものでこの中の予算に入れさせてもらっております。 
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〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） どこから。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 17節の個別受信費の備品購入費の中に手数料、要は手間賃も

入っています。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） 1,400台で始まってどこからというのは、ごめん

なさい。地区と言いますか、スタートはどこからですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 まだ明確には決まっていないのですが、やはり防衛で補助を

もらう関係もありますので、一番やっぱり通信が厳しい地域の須山のほうか

ら進めさせていければなというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  三富委員。 

〇分科会外委員（三富美代子） １点だけ。定住移住の事業が戦略広報課であ

りますけれども、産業振興課でも移住と就業支援のという事業がありまして、

それを統合するような協議というのは特にこの令和２年度にかけての予算を

立てる上ではなかったのですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 産業振興課とも連携は取っているのですけれども、やはり就

業の支援と定住の支援というのはちょっとやっぱり部署的には違うのかなと

いう中で連携は取りますけれども、現在のような形で分けた形での予算取り

ということで考えております。 

〇委員長（中村純也） 三富委員。 

〇分科会外委員（三富美代子） では、産業振興課とはしっかりとした協議を

行った上での判断ということでいいですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい、そうです。 

〇委員長（中村純也） 杉山委員。 

〇分科会外委員（杉山茂規） お願いします。戦略広報課の主な事業というか、

名前のとおりなのですけれども、御課が発信する情報以外、例えばほかの課

が発信する情報というものに対しまして御課の関わり合いとかどうなってい

るかということをお伺いしたいと思います。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時07分 休憩 
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                       12時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 まずは、マスコミ等に情報を発信するツールとして、報道提

供というファクス、現在使っているのですが、その部分について各部署に、

各課に広報委員ということでこちらの意向とか情報の出し方なんかを整理し

て出してもらえるような委員さんを各部署に１人ずつ用意しておりまして、

その方々を中心に各課の情報を発信してもらうようにしております。あとは、

もしそれ以外の情報発信等あれば、こちらのほうにご相談いただいて、戦略

広報課にてそのアドバイスをさせてもらったりということを行っておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 杉山委員。 

〇分科会外委員（杉山茂規） ということは、各担当者がいらっしゃるという

ことで、その課自身が見せ方、こういうふうに見せたいよみたいなイメージ

がある場合もそういったもの相談乗っていただけるような体制ということで

いいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい、そうです。 

〇委員長（中村純也） 杉山委員。 

〇分科会外委員（杉山茂規） 別件です。ふるさと納税のところになるのです

けれども、先ほど新年度は新たなポータルサイトをちょっと取組というか、

調べていきたいみたいな話だったと思います。それとは別個の予算をかけず

にＰＲする手法であったり、そういったものに対する調査、検討というもの

は行われる予定はありますでしょうか。ちょっと暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時08分 休憩 

 

                       12時09分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 特別に、例えば全市、町にどのようなポータルサイトを設置

したりとか、やり方をしているかということを一覧で調査するようなことは

とりあえず今のところ考えていないのですが、情報を各市、町共有、ある程

度入ってきますので、例えばポータルサイトの業者からも入ってまいります

ので、そういう部分は注視していきたいと思っております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、戦略広報課の質疑を終わります。 

  以上で、企画部関係の議案の審議を終わります。 

  休憩いたします。 

                       12時10分 休憩 

 

                       13時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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行政経営監（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。前にも聞いていると思うのですけれども、

借地の解消に関して、音頭を取るのは多分行政経営監のほうだとは思ってい

ますけれども、各所属へ落としていかなければならない関係上、令和２年度

で何か取り組む方向はありますか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 これについては、同僚議員からも一般質問で出ていますので、

詳しいことはまたそのときに説明しようと思っていますが、基本的に借地の

解消は所管課が推進すべきものということで、考え方等については行政経営

監付のほうで示していくということなのですが、あくまでも地権者がおりま

すので、そこはいろいろ感情等のもつれにならないように、デリケートな場

面ですので、慎重に進めていきたいと思っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 一般質問でも出ていますから、それぐらいにしておきま

すけれども。 

  もう一点、業務改善というか、改善の関係で、順繰りに進んできていると

思っていますけれども、来年度新たに取り組んでいくような方針というか、

方策というのはありますか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 これは、同僚議員から議会の一般質問されたときにありますけ

れども、自分の立ち位置を要はなくしていって、それが当たり前になるとい

うふうに持っていっていますので、今は特別何かをしようということでなく

て、今までの継続で進めていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 公共施設の総合管理計画はここですよね。平成28年の８

月策定して５年ごと見直すということなのですが、来年度に向けてどのよう

なことを考えていますか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 その件につきましても、一般質問で出てきていますので…… 

〇委員（内藤法子） でも、来年度の予算づけのときに。 

〇行政経営監 基本的には今までやってきたことを中心に進めますが、来年度

は総合管理計画の見直しの時期と個別計画の策定ということで大きな節目を
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迎えているというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それはわかりました。30％縮減は、来年度どの程度進む

でしょうか。スピードアップするのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 それにつきましても、今回の計画の中で示していきたいという

ふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 報償費の中に指定管理…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時18分 休憩 

 

                       13時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 報償費の中で指定管理委員会委員、6,000円の18回という

の、これはどのような内容になるのですか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監付副参事。 

〇行政経営監付副参事 指定管理の選定であるとか、モニタリングをするとき

に委員様にお集まりいただくときの報償費、これが18回お支払いする予定で

おります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 選定に係る対象は、来年度はどこのものになりますか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 来年度につきましては、選定はございません。モニタリングの

みというふうになっております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で、行政経営監の所管の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       13時20分 休憩 

 

                       13時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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環境市民部 

市民課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。60ページです。今ご説明の中でもありま

した区長さんたちの運営費と活動費が少し増えているという点なのですけれ

ども、これと併せて区長さんたちの事務というか、負担軽減につながるよう

なものというのが２年度予算は何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 区長様の負担軽減につきましては、昨年度中におきましても随時

区長さんの負担について検討しているところでございますけれども、予算上

ということでとって言うことは特にはありません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） では、予算外では何かありますか。暫時休憩でお願いし

ます。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

 暫時休憩いたします。 

                       13時38分 休憩 

 

                       13時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 区長様の負担軽減につきましては、引き続き検討していきたいと

いうふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 別の件です。コミュニティ助成事業のほうなのですけれ

ども、申請２件ということでしたが、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時39分 休憩 

 

                       13時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 申請としては２件ということで、まずこの２件の申請は

もうどこの区というのは決まっているでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 
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〇市民課長 今年度につきましては御宿新田区と原区になります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 来年度の予算でこれは２件通るか、あるいは１件は落ち

るかもしれないとか、そういう状況が既にあるようでしたら教えてください。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 例年３月に結果のほうがこちらに通知される形になっておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） では、３月まではどちらとも言えないというふうな状況

でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 そういうことになります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 69ページの窓口委託の関係で、多分令和２年度で３年が

終わると思うのですけれども、その更新に向けた取組というのは２年度で、

前回と同じようなやり方を考えているのか、多少違うやり方を考えているの

か。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 更新につきましては、２年度になりました時点で更新のための手

続をしていく状態でおります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、現段階ではまだ未定ということですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 現段階では未定ということになります。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 区運営費補助事業なのですけれども、確かに事務処理に

必要な事務費の一部を交付するってどういうものを交付するのですか。一部

交付するというのは。何を。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時41分 休憩 

 

                       13時43分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 取り下げます。すみません。 
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〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 70ページ、国のほうからまた今年度も交付事業としてお

金たくさん来ていますが、これは目標数はあるのでしょうか。カードの発行

に対して。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 国のほうでは２年度に6,000から7,000万枚の交付を計画している

と聞いておりますので、裾野市ではその人口割に応じまして交付を計画する

ことになると考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、それに合わせると実際幾ら発行されていて、あと

目標値は幾らという数字は出ていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 その数字に当てはめますと、裾野市では大体１万枚から１万数千

枚程度が目標になると思いますが、それに目標とする形になると思います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今実際には現時点で何枚の発行がされていますか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 現時点では約9,000枚程度の発行になっております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 同じく70ページの使用料賃借料のところでコンビニ交付

のサービス利用料396万円というのがありますが、これの数字は変更するもの

なのでしょうか。利用料…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時46分 休憩 

 

                       13時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 コンビニ交付サービス利用料につきましては、株式会社ティーケ

ーシーに払っておるものでして、来年度は消費税分が変更になる予定でおり

ます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 



86 

 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） すみません。70ページの個人番号カード交付事

業費交付金、18節ですけれども、これ交付金ってどこに交付するのですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 情報システム機構というところに交付することになります。 

            （「ちょっと暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時47分 休憩 

 

                       13時47分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） この金額どうやって決まっているのですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 国のほうから金額のほうが提示されております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） そうすると、交付事業だけれども、何枚交付さ

れるかとかいうようなことと関係なくもう指定されている金額ですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 現時点では交付計画に基づいて計画されておりまして、実際には

実績に応じての精算になります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、市民課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       13時49分 休憩 
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                       13時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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危機管理課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。予算書で言うと78ページです。県とのテ

レビ会議についての部分を伺いますが、まず設置の方式というか、どのよう

な運用になるのかというのがちょっと絵面が見えていないものですから、そ

の点の説明をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 こちらのほうは、災害時等県との直接テレビを通じて会議が

できるという形のものになっておりまして、システムのライセンスとか、ソ

フト、マイクとかスピーカー、こちらのほうは県のほうでもう用意していた

だけるという形になっております。それ以外の専用端末とか、あと回線とか

モニターなんかは市で用意するよというようなことで確認をしております。

こちらにつきましては……。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） タイトルとしてはテレビ電話なのですけれども、実際に

はネット回線を使ったテレビ通信という、モニター越しの通信というふうな

解釈でいいですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 災害時に使うというふうなことですが、基本的には稼働

していなくて、災害対策本部等々を作ったときにそちらに移動してきて、そ

こで使うというふうな形でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には災害時という形で考えておるのですけれども、通

常は平常時の利活用もできるということを確認しております。ですから、設

置場所等はこれからちょっと考えなければいけないのですけれども、今後他

部局で県との会議なんかもそれも活用できるかなというような部分も含めて

考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 県の側としても、１つの部局が持っているわけではなく

て、地チャンネルを幾つか持っていて、そこにつなぐというふうな、そうい

った形というふうなことでいいですか。 
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〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 ちょっとその辺の部分はまだ確認は取れていないですけれど

も、いずれにしても災害時だけでなく平常時でも活用するよというようなも

のと確認しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その件は了解しました。 

  総合計画の２年度の実施計画のほうなのですけれども、防災体制整備事業

の中で、この事業の中で本年度話としてあった情報の一元化の検討推進、そ

ういったものにも取り組んでいきますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 担当部局としては対策本部も常設できるような形の施設も必

要だという部分もありますし、今のテレビ会議システムもそうですけれども、

その辺の部分で予算的にはちょっと出ていないのですけれども、その辺の危

機管理とか、情報の体制とかは整備する必要はあるなと考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、取組として現在検討していることがあれば

教えてください。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 防災の機器が執務室を考えるといろいろなところに散在して

いるというところがありますので、こちらを現状の場所でありますとちょっ

となかなか難しいというところもあるのですけれども、これを移設するには

どういう形での費用がかかるか、その辺の検討も、ある意味他部局との調整

も必要になってくると思いますが、その辺は検討してまいりたいと考えてお

ります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その件も了解しました。 

  もう一点、予算書で言うと165ページです。消防団の関係なのですけれども、

定数を割れている状況が長年継続しておりまして、事業としてもこの支援は

入っているのですけれども、これに対して令和２年度の取組予定のもの何か

ありますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 継続して消防団の募集というか、消防団の活動をご理解して

いただくというＰＲをしていくとともに実際の消防団の今の支援というか、

活動、報酬も含めてこの辺はいろんな形で団本部との検討をして、団員確保

に向けて推進していかなければならないなというふうには考えております。

報酬等は例年並みの予算取りとなっております。 
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〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） この点で危機管理……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時15分 休憩 

 

                       14時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 消防団員確保のために危機管理に関する資格の取得の補

助なんていうものも検討していることはありますか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時15分 休憩 

 

                       14時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 以前に運転免許の取得に関しての補助という話があったので

すけれども、今のところちょっと具体的にはまだ決まっていないというか、

そういう状況です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 決まっていないというか、検討は継続している。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 検討のほうは継続で考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今の消防団員の数に関してなのですけれども、定数割れ

が継続している現状で、条例のほうの定数の見直しという協議は令和２年度

どこかでしていきますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 定数のほうの変更は特には考えていないのですけれども、機

能別消防団という形で今ある団体別にあるのですけれども、これをどういう

ふうに団としての定員とか定数に取り入れていくかというところは今も検討

しているという状況になります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これ令和２年度実績のほうから、防犯灯整備補助事業と

いうことで…… 
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〇委員長（中村純也） 実施計画。 

〇委員（佐野利安） 実施計画の。ここで防犯灯、何機というのかな、何台と

いうかな、の予算。わからなければいいよ。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時18分 休憩 

 

                       14時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 防犯灯の新設、修繕のほうは560万円で、電気料90％の補助の

ほうは720万円で、事業費はその合計の1,280万という形になっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これから修理したりとか新しく替えるとLED化になってく

ると思うのですけれども、LED化の今現在割合はどうなっています。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 上半期、９月までですけれども、LED化率は45.2％、ですから

まだ半分までいっていないという状況にあります。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） このLED化、防犯灯、この基準というのは例えば区であり

ますよね、20メートル離れたとか何かあるのですけれども、そういう基準と

いうのはあるのですか、新しく新設するのに。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 設置要綱の中では50メーターピッチということで書いてあり

ます。あと行き止まりのところにはできないよとか、そういう部分では現場

確認した上での設置要件という形になっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 変わります。79ページなのですけれども、Ｊアラート自

動起動装置更新委託というのですけれども、この委託するのですけれども、

更新というのは何年なのでしょうか。何年に。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 Ｊアラートにつきましては、OSのほうのセキュリティがもう

終わってしまうよということでメーカーのほうから話があったものですか

ら、前回は５年前に変更しております。ですから、ここでこういう形でまた

サポートが終わってしまうよということで、セキュリティの面からは更新が

必要だという形での予算となっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 
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〇委員（佐野利安） すると、また５年たったりするとなんかするとまた更新

する時期が来るということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 今のところその辺の詳細な部分は機器の関係なので、はっき

りと把握のほうはしておりません。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） その上にＪアラート機器保守点検委託ってあるのですけ

れども、この点検というのは毎年なのですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 保守点検のほうは毎年実施しております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今年度土砂災害と洪水ハザードマップが作成されたので

すけれども、来年度それを使っての市民が共有するような対策みたいなもの、

そういうハザードマップどこで使うとか、そういう計画というのは何かあり

ますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的にはハザードマップを全戸配布します。その後は市民

の方に対してこのハザードマップはどういうものかという説明会のほうを、

具体的にはちょっとまだ決めていないのですけれども、実施するという形で

考えております。当然ながら自主防災会、各種団体においては勉強会とかそ

ういうものを通じての広報、あとは実際に訓練、こちらを実施していくとい

うことは考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 次、備品購入で災害用トイレ、車椅子用２か所ってあり

ますが、これの事業内容お教えください。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長代理。 

〇危機管理課長代理 内訳につきましては、向田小学校と千福が丘小学校の指

定避難所への配備の予定でございます。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時25分 休憩 

 

                       14時26分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、それは災害のときに使用するもので、通常の中で
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それを使うとか何か、そういうことではないですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長代理。 

〇危機管理課長代理 現段階では災害時というふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 165ページ、非常備消防の中ですが、旅費のところに費用

弁償、来年度151万9,000円ほどの減額になっているのですが、この減額の理

由は。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 実際の水防と火災に関して、現状の団員数と実績額、こちら

のほうから算出して来年度は減額となっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、実績に合わせて減額という数字ではないという。 

〇危機管理課長 実績に合わせて。 

〇委員（岡本和枝） 実績に合わせて減額。 

〇危機管理課長 減額を見ているということです。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時27分 休憩 

 

                       14時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 167ページの消防施設費のところの借地料の関係です。茶

畑分遣所の借地料って載っているのだけれども、３月で切り替わる。この借

地料って１年間分ですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 伊豆島田分署ができる関係で茶畑のほうは地権者にも話をし

て、あるところまでの借地料という形で今回は算出しております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） では、１年間分ではない。 

〇危機管理課長 はい。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時28分 休憩 

 

                       14時29分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 １年間分の借地料となります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １年間分ということになると、使わなくなってから１年

間だと余分なお金を払うことになるはずなのです。ですから、地主と交渉し

て途中で切るとかって考えていますか。 

            （「すみません。暫時」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時29分 休憩 

 

                       14時30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 地権者との話合いが決まればその時点でまた変更になるとい

う形で考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） その件は了解。 

  それと、その下の消防庁舎の借地料ですけれども、全市的に借地の解消、

解消って話があるのだけれども、ここの話について地主との交渉というか、

その考えはありますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時30分 休憩 

 

                       14時31分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

 危機管理課長。 

〇危機管理課長 全体として借地の解消ということはありますので、今後そち

らにつきましても取組をしていくということでは考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 行政経営監のときにちょっと確認しているのです。主体

は各担当課だって話ですから、担当課でやっぱり主体を持って対応していた

だきたい。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  村田委員。 
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〇副委員長（村田 悠） 小さいことですみません。この実際計画の133番、反

射鏡のところなのですけれども、予算書の77ページ、事業番号282の14節の180

万、70万減額になっていて、この道路鏡とまたそれの附帯する施設を組むた

めに193万5,000円組んであるのだ。こっち1,800万なの。13万5,000円くらい

差異がある。これってそもそも同じ事業ではない。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時32分 休憩 

 

                       14時33分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 こちらにつきましては、14節の工事請負費、道路反射鏡の部

分と、あと10節の修繕費、交通安全の維持の13万5,000円、こちらの合計とい

う形になっております。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今年、予算書で行くと70万減額になっているのです

が、これは減額は実績に応じて。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 実績に応じて減額しております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 昨年は70万減額になって、取っていた予算を70万減

額にしたわけで、本来であればもっとつけられたかもしれない反射鏡の実績

値に応じてこういうことになったのだけれども、来年度は何か危険箇所につ

いてぜひつけてもらいたいなとかいう門を開くような取組というのはされる

のでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 カーブミラーに関しましては区からの要望等に対して設置の

可否というものを判断する、その部分と、あとは通学路の点検等を実施して

おりますので、この中で広い形での意見があればそちらのほうの新設も考え

ていくと思っております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

 暫時休憩いたします。 

                       14時35分 休憩 

 

                       14時35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 先ほど質疑をした県のテレビ会議事業は、全県下一斉に

行うものですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 県下一斉で行うという形になっています。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 80ページになると思うのですが、防犯対策費、

特殊詐欺対策の予算というのはどこかあるのですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 18節の負担金補助交付金の中で防犯協会の負担金とあります

けれども、こちらに関しては特殊詐欺も含めた防犯教室等をいろんな箇所で

実施するよという部分でその対策という形になっているのと、基本的には警

察との協議も年を通じて何回かありますので、そういう内容をまた広く市民

に注意を喚起しているという形で実施しているという部分であります。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 電話に、この電話は録音されていますというよ

うな何か機械つけるのありますよね。あんなのも予算化していない。すると

いいと思うのだけれども。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 来年度の予算には盛っていないですけれども、ちょっとそう

いうような内容も調べつつ今後ちょっと検討も必要だと考えております。 

            （「ぜひお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 先ほどあった県のテレビ会議の関係ですが、県

下一斉ということで導入の時期はいつになるのですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 具体的には工事等を伴うので、現段階ではいつまでというこ

とはないのですけれども、来年度をかけてということで考えております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 導入に関しては先ほど言ったように県下一斉と

いうことで、ほかの市、町と足並みそろえて導入という形になるのですか。
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各市、町個別にやられる感じになるのですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には各市、町個別での対応ということになると思いま

す。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） これ県との情報交換以外に他市、町とも直接テ

レビ会議をするようなことができるシステムになりますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 そういうような形もできるという形での機能と確認しており

ます。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） この回線は普通回線ですか。 

            （「すみません。暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時38分 休憩 

 

                       14時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 光回線という形になっております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、危機管理課の質疑を終わります。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって散会いたします。お疲れ様でした。 

 

                       14時39分 散会 
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裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和２年２月28日（金） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（中村純也） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開

きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、昨日と同様に、当局の説明を求めてから質疑に入ります。 

  発言の際には録音の関係上必ずマイクをご使用願います。 

 

深良支所（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません、１つだけ。57ページのAEDなのですが、これ

って補償期間ってどれぐらいなのですか。経過に伴うということで。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 ５年です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、今回買い替えたら次５年間いいということ

で理解していいのですよね。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 利用者の増ということでしたけれども、その中には放課

後児童室の利用というのもありましたっけ。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 増加の主な要因の中に入っております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それは、放課後児童室の利用もあくまで一般の利用とし

て毎回利用するというような考え方なのですか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、その都度何か手続とか、ただ来て自由に使うとか、

そういう形を取られているのですか。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       ９時07分 休憩 

 

                       ９時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 コミュニティセンターは貸し館業務ということで、１年間の放

課後児童室の総予定を最初に申し込んでいただきまして、それに合わせてそ

この部屋自体の予約という手続を踏んでおります。毎回利用のたびに報告を

出してもらっているということです。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 令和元年度運営方針進捗シートの中で上半期では積極的

に研修等に参加したと。下半期に向かって連携強化を図っていくとともに、

支所でワンストップで済むようさらなる知識向上を図っていくということな

のですけれども、どういうようなことなのですか。具体的に。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       ９時08分 休憩 

 

                       ９時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

 深良支所長。 

〇深良支所長 研修に当たりましては今年も行っているのですが、各法令、特

に戸籍等の法令変更というのが多数あります。それに伴う市民課との研修知

識向上、あと窓口業務としての受け答え向上というのが主なものになります。

職員のほうが替わることもありますので、その辺自体にレベルが下がらない

ようにということで。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 例えば内部的な研修であって、外部に参加しての研修で

はないということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 今は職員が３年目ですので内部研修のほうが多いのですが、こ

れが異動で替わりましたら、沼津等の総合で皆さん各新人の集まったところ

での研修等も随時受けていただく予定です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） これは３支所共通なのですけれども、深良支所で最初に
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聞きます。毎年区長会の研修、視察か何かで行っていると思うのですけれど

も、前回も多分聞いていると思うのだけれども、それを次の区長さんたちに

行ってきたものの感想とかいろいろな部分をどうやって引き継いでいるかと

いうところ。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時10分 休憩 

 

                       ９時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと変えます。区長会で視察研修行ってきた今年度

の内容について、来年度の区長さんたちにどう生かしていくかという質問。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 毎年区長のほうが替わることは各地区について多いのですが、

主に研修先として今回もコロナがあったように防災関係の施設、いざとなっ

たときのという非常施設についての体験研修をしてもらっております。それ

についてこれからまた３月、２月に向けての区長総会等で連携しながらその

体験自体を伝えていっていただいています。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時11分 休憩 

 

                       ９時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 全体での引継ぎ、生かし方、それで個別区長同士の引継

ぎ方をどうしていますかということを聞きます。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 個別は各時期、あるいは組織の役員のほうへの周知、熟成に努

めてもらっておりますが、区長会で行きますので、区長同士の連携組織化と

いうことについてもそこで深めていただいて次に生かしてもらうようにして

おります。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 深良用水が350周年、通水350年迎えるわけですが、

来年度この事業に対して支所としての関わり方は。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 
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〇深良支所長 350年の深良支所としての関わりとして、今地元に深良用水350

感謝祭実行委員会というのが深良地区の有志、深良地区だけではない協力団

体も含めておりますが、やっていただいております。350年に１度というお祭

りになりますので、そちらが円滑に進むように事務的な部分をフォローして

いっておりますし、本番に向けて進めていきたいと思っています。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 先ほどの放課後児童室に関連して、全体のスケジュール

出していただいて予約という形ですが、その場合は個々の部屋の予約なのか、

それとも全館使うという形の予約なのか、それはどちらになるのですか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 和室と、その隣で大会議室を使ってやる場合には大会議室、そ

の２つになります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、そこをベースに過ごしていただきながら、小学校

のグラウンドへ出て行ったりとか、そういう活動ひっくるめて利用されてい

るということでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 施設のほうとして、やっぱりそういう形で利用するとい

うことに対して、何か問題というか、課題というか、そんなようなものは何

も発生はしていないですか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 今のところないです。最初は元気な男の子がいて、いろんなも

のを破るという話を聞いておりましたが、児童室のほうでも配慮していただ

いて、女の子今年初めてですので、ということで今問題は起きておりません。 

〇委員長（中村純也） ほかに。 

暫時休憩いたします。 

                       ９時15分 休憩 

 

                       ９時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑はありませんか。 

  賀茂議員。 



102 

 

〇分科会外委員（賀茂博美） お願いします。先ほど村田委員からのご質疑あ

ったと思うのですが、来年度は350周年ということで、予算の中にも深良郷土

資料館運営委員会の予算がついていますけれども、研修会の。深良のこの郷

土資料館にある資料であったり、文化センターにあるような資料を350周年に

かけて何か活用するような方法を来年度考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 １年間かけてというより350周年の記念式典が25日にあります。

その折に今文化センターでは実物ではなくてレプリカなのですが、実際のも

のをそちらのほうに展示をしようということで、資料館のほうにある物自体

を活用していく予定です。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） イベントももちろん大事だと思うのですけれど

も、それを通年通してこの機会に皆さんにもっと知っていただこうというよ

うなその資料館運営委員会さんの中とかでお話はしていく予定ではないです

か。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 今年の総会のほうでも350年の話はして、積極的な協力というこ

となのですが、来年度に向けても350年というのを銘打って主に使っていただ

いている深良小学校、中学校の子供たちに夏の間の開館というような呼びか

けをしておりますので、それをさらに充実させていきたいと思っております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 最後に１点。今年度350周年の記念誌を作成され

ましたけれども、これを２年度中にどう活用されるかお願いします。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時19分 休憩 

 

                       ９時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 先ほどの質疑取り消します。 

〇委員長（中村純也） 杉山委員。 

〇分科会外委員（杉山茂規） よろしくお願いします。３支所共通かと思うの

ですけれども、行財政構造改革の取組に関して次年度予算でどのように取組

があるかお願いします。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 
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〇深良支所長 財政ということで緊縮に向けている中で小さなことですが、コ

ピー機の回数を減らすとか、あるいは輪転機というのが供用であるもので、

そちらのほうに移行する、あと皆さんには悪いのですが、エアコン等の温度

をなるべく夏は上げさせてもらって、冬は下げさせてもらってというのを続

けておりますし、これからも続けたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 杉山委員。 

〇分科会外委員（杉山茂規） 具体的な話でAEDの購入ということで次年度入っ

ているのですが、そちらをお金をかけずにするような検討というものはなさ

れたのでしょうか。暫時休憩で。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時20分 休憩 

 

                       ９時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 期限が来るということで前回を含めた購入の予算のほうで計上

させてもらっております。それは先ほど述べた補償の関係という生命に関わ

る内容ですので。ただ、他の課のほうで広告つきというのを検討していると

いうところで、当支所のほうにも確認に来ている内容がありますので、その

結果によっては変わる可能性があるかとは思っておりますが、現在は購入更

新ということで考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） すみません。つまらない話ですけれども、ペッ

トボトルの回収事業はこの中にどこか予算取っています。何かかかります。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 ペットボトルについては、支所に回収ボックスを置いておりま

すが、内容としては生活環境になります。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 支所の職員はノータッチで済んでいますか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 ボックスはあるのですが、風で飛んだりとかありますので、基

本的な置いた管理と、あとやっぱり来られる方に呼びかけ等はしております。 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 
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賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、深良支所の質疑を終わります。 
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富岡支所（第３号） 

〇委員長（中村純也） 質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。現地視察でも富岡支所の改修に関しては

確認してはいるのですけれども、その際にも話に出た駐車場の部分、富岡小

学校に、小中にお迎えに来る車が夕方にはかなり台数増えますので、そのあ

たりのケアについて現状を教えてください。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 現在富岡支所の駐車場については29台あります。小中学校のお

迎え及び幼稚園のお迎えに使っていただいているのですけれども、工事期間

中には工事の関係上駐車場が使えなくなる予定でおりますので、関係する学

校、幼稚園にはそのことを伝えまして、調整をお願いしているところです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 調整して現状で既に多少動きが別のところに止めたりと

かということも始まっている状況ですか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 幼稚園については実証実験をやっていただき、既存の幼稚園で

持っている駐車場で対応ができるという結果をいただいております。小中学

校のほうでは校門から玄関前に入る等の対策を練るということでまだ学校さ

んのほうで検討中でございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点学校教育課のほうも協議はしている状態している

でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 各学校さんのほうから教育委員会さんのほうにお問い合わせす

ると話は聞いております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） と合わせて改修期間中に福祉保健会館のほうで事務業務

も行うと思うのですけれども、そのことの周知というのはどういったスケジ

ュールでされますか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 福祉保健会館を管理している健康推進課のほうとは調整を今し

ているところです。今後広報紙でしたり、広報無線を利用して周知を行う予

定でおります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 
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〇委員（増田祐二） 一番は窓口に来られる方が確認できればと思いますが、

支所に貼り出したりですとか、窓口に貼り出したりということも合わせて行

うでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 地元説明会を既に１回開いていることと、当然窓口のところに

はお知らせを掲示する予定でおります。また、４月に富岡地区の各種団体の

会議がありますので、そこで説明をしていく予定でおります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 深良支所でも聞いたけれども、区長会の視察研修の今年

度の来年度どう生かしていく予定ですか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 各区長さんにおきましては、引継ぎ等で各区のほうに施設研修

行っている方については区民にも伝えていただくようなことを伝えてありま

す。また、富岡地区区長会としても残る区長さんもおりますので、今後のまち

づくりに生かしていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 防犯カメラを警察との協議で試験的に２か所だかつけて

いると思うのですけれども、それあくまでも地区と警察との関係であって、

恐らく試験的につけてみて行政側としても必要だろうという判断当然あるは

ずなのです。その辺は行政として協議をしながら警察へそのままつけてもら

いたいとか、そういう要望活動というのはこれから考えていますか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 防犯カメラの設置につきましては、11月の13日の日に富岡地区

会長と警察との協定を結びまして、富岡地区に５か所つけております。これ

６カ月間の限定の期間なものですから、また区長会としても有効な手段とな

るならば、また常時設置の方向で検討しなければならないのかなとは考えま

すけれども、まだ見ているところなものですから、結果は出ておりません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 分かりました。ぜひ行政として地域にそういう防犯カメ

ラがあるの必要だと僕は思うものですから、そこは内部でまず調整してもら

って、警察との協議に結びつけていただければと思いますけれども、いかが

ですか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 今後検討していきます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 
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  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） コミュニティの改修事業のほうで、先ほど市民の皆さん

の意見ということで、何点か、４点か５点上げられましたけれども、そのほ

かにも市民の意見として何か出されたものというのは、大きいものってあり

ますか。意見の多かったものとか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 意見としましては、高齢者等も使うものですか、バリアフリー

などの意見がいただいております。また、フリースペースが欲しいよという

意見をいただいていますので、会議室のドア等を広く開けるような形で検討

しておるところでございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、そのバリアフリー化に対してはほぼオーケーの状

態になるということですか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 バリアフリー化に対しては今回の設計のほうで見ていますの

で、皆さんが利用勝手がいいようにできる予定でおります。 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） すみません。さっき浄化槽の法定点検の費用が

下がるって話ありましたけれども、浄化槽は今度改修になるのですか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 今回合併処理浄化槽に入替えを行います。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） その費用は、コミュニティセンター改修のほう

に入っているのですね。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 工事費の中に含まれております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、富岡支所の質疑を終わります。 
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須山支所（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。予算として計上はないとは思うのですけ

れども、オリンピックに絡んだ部分で支所として取組があれば教えてくださ

い。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 支所として特別なことはしておりません。暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時40分 休憩 

 

                       ９時41分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 深良、富岡って聞いたものですから、須山にも聞きます

けれども、区長会の視察研修の次年度へどうやって生かしていくかというこ

とをお聞きします。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山の区長会、全区ですけれども、これは毎月定例会あります

けれども、３月には引継ぎをやります。そういった折にそういったことの報

告をし、そして各区長は総会時にその引継ぎとともにそういった説明をして

おります。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 来年度御師公園の基本方針策定事業がまちづくり課

のほうで予算計上されています。支所としての関わりは。 

            （「ちょっと暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時42分 休憩 

 

                       ９時44分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  須山支所長。 
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〇須山支所長 御師公園につきましては、地元の陳情事業で既に地元としても

計画は持っておりますので、この計画を市が採用していただくように陳情等

をしていただくつもりでございます。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、須山支所の質疑を終わります。 

  休憩いたします。 

                       ９時45分 休憩 

 

                       ９時55分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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生活環境課（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。予算書で言うと109ページですが、先ほど

ご説明いただきました環境基本計画の見直しというか、中間で取りまとめと

いうふうなことなのですけれども、こちらの現計画で中間目標が設定されて

いると思うのですけれども、そこに対しての振り返りというものは今年度や

っていくのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 振り返りは毎年やっておりまして、それをまた翌年に反映し

ていくということになります。したがいまして、来年度はこれまでの中身を

もう一回検討しまして、目標数値の変更等も考えていくことになります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その中間目標との差異の部分に関しての公表というのは

途中どこかでされますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今年度分の公表につきましては、これは１月末に１度公表さ

せてもらっております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） では、中間目標としてのここまで行こうねというふうな

数字の５年間分でのまとめというか、そういった形でのことはしますかとい

う意味です。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 毎年度の見直しを振り返りをやっておりまして、それを来年

度はこの中で５年間を総括しながら新しい中間見直しに反映させていくとい

うことになります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点分かりました。 

  新火葬施設のほうです。112ページですか、現地視察もこちら確認して地盤

改良の際に岩盤がかなり出ているというふうな話は伺っています。その点を

含めて令和３年度中の供用開始に向けてスケジュールの変更等々というのは

現時点ではないというふうに認識していいですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今のところ変更なく予定の範囲で進んでいるという認識でお

ります。 
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〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 再生可能エネルギーの関係でいろいろ補助金を精査した

ということで、太陽光は廃止ということなのですけれども、ちょっと予算に

は直接関係ないのだけれども、再生可能エネルギーのメガソーラーの関係で

条例を作りましたよね、まちづくり課で。生活環境のほうはそのガイドライ

ンというか、それがあるはずなのだけれども、それを来年度策定する予定は

ありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今回作った条例の中で条例に満たないような案件については

どうするかということは今後庁内全体で考えていく必要があるかと考えてお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 県でガイドラインができているのです。それを各市、町

がどうも策定って話があるのだけれども、条例は条例で置いておいて今言っ

たそれに満たないやつ、そのガイドラインは作る必要があるのだろうと僕は

思うのだけれども、今課長は検討していくということで、来年度しっかり検

討して作るか作らないかって判断をするということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 我々としましてはこういう再生可能エネルギーを推進する立

場にありますので、ただ推進するにしてもその推進の仕方が周辺環境にいろ

いろ悪影響を及ぼしてはいけないというところがあります。そういう中で条

例に満たない部分の小規模なものをどうするかという検討はしていく予定で

ございます。 

            （「了解」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） し尿処理指導費、委託ありますね。浄化槽パトロール委

託。これ今年度に対して点検の世帯に対しての目標は達成できたのでしょう。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今年度の委託の500件の確認作業はつい先日終了したところ

です。今後はその中で…… 

            （「いいです」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ということは、100％できたということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 
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〇生活環境課長 委託の中身につきましては予定どおり100％できました。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） では、来年度についても100％実施できるということでよ

ろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 500件分について実施する予定でございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません。119ページの12節の委託料で不法投棄監視パ

トロール委託が20万から倍に上がっているのです…… 

〇委員長（中村純也） どこをやっていますか。 

〇委員（内藤法子） 委託、不法投棄パトロール。 

〇委員長（中村純也） まだです。 

〇委員（内藤法子） ちょっと先走りました。取り消します。すみません。 

〇委員長（中村純也） ほかありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 22ページ、ごみの収集、特別手数料が……まだでしたっ

け、これも。 

〇委員長（中村純也） そこもまだです。 

 暫時休憩いたします。 

                       10時12分 休憩 

 

                       10時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 117ページ、清掃総務費です。ごみの減量推進委員の廃止

ということですけれども、これは目的達成とかという言葉もあったのですが、

これはどのような状況で廃止に至ったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ごみの減量委員さんには地域のごみ減量を初め分別収集等の

指導にご協力いただいているところでありますが、ほかの市の全体の委員さ

んのこういう報酬なんかの状況を鑑みまして、これはもう…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時13分 休憩 

 

                       10時13分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 失礼しました。委員の廃止ではなくて、委員はそのまま継続

してやっていただくのですが、委員報酬を廃止するということでございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、どういう形で委員さんをそのまま継続で、どうい

う形というか、それとごみ減量推進委員…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時14分 休憩 

 

                       10時14分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 報酬につきましては市のほかの同じような委員の状況を見ま

して、これは必要がもうないではないかというふうに判断して廃止したとこ

ろでございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） だけれども、ごみの減量推進委員としての仕事そのもの

は残しているということですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 委員さんの仕事は、引き続きやっていただくと。この報酬と

いうのは総会と視察研修に出ていただいた、理事会もそうなのですが、そう

いう会議に出ていただいたときの費用弁償的な性質のものでございますの

で、そうしたものについては無報酬でやっていただくという形で廃止させて

いただきました。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、その委員さんというのは市のほうからごみ減量推

進のために設置をしてくださいというあくまで位置づけなのですか。委員さ

ん。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 市で要綱を基に委嘱してお願いしている委員さんでございま

す。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、今まで協議会という形で回数は少なかったに

しろ開かれていたのですが、それに代わるようなごみ減量推進意識を共有す

るような場というものはどうなるのでしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 活動自体はこれまでと変わらない活動を行っていきたいと考

えております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時16分 休憩 

 

                       10時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） すみません。予算で言うと117ページの新廃棄物処理施設

整備基本構想の策定委託、再検討されるというふうなことですけれども、今

の時点で考えていらっしゃる見直す部分、前の計画からの変更部分というの

を教えてください。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 施設の規模、それから予熱利用、このあたりは国の交付金の

基準が変わりまして、今まで10％以上の予熱の確保というのがあったのです

が、これが11.5％というふうに上がっておりますので、それに対応できるよ

うな新施設の予熱の状況について検討する必要があると。その部分は変える

ところでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 規模と予熱利用に関してはそうなのですけれども、それ

以外、例えば候補地の選定をされていますので話せない部分が多かろうかと

は思うのですけれども、例えばパッカー車のルートですとか、そういった部

分、どういう施設規模のどういう経営が望ましいかとかそういった部分も全

て見直すというふうなことでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 コストの試算になってくると思うのですが、設置場所によっ

て当然その後の収集運搬等のランニングコストが変わってきますから、そう

いうものも含めて検討することにはなろうかと思います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今の117のところ関連で聞きますけれども、予熱利用

が10％から11.5％に移動した、平成27年にこの基本構想策定をしてお尻の時

期を決めていて美化センターの更新時期を決めていたわけ。暫時休憩お願い

します。 



116 

 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時19分 休憩 

 

                       10時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇副委員長（村田 悠） この200万円使って再検討をしなくてはいけないよう

な遅れに対して何か反省を持って来年度この予算を計上をされていますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 我々行政としましても、このごみの新しい施設については継

続的に検討は続けてきておりました。この間も新しい別な施設を研究したり、

あるいは周辺市、町との広域の関係だとかいろいろ模索はしてきております。

そうした中でいろんな社会情勢が変わってきているということがございます

ので、今回は反省と言われればそういう早くやれという部分に関しては当初

の予定どおりにはいかなかったということは確かだと思うのですけれども、

しかしながらそれらは今回のこの事業というものがこのときの構想の中で80

億かかるという、そういう事業でありますので、慎重にいろんな情勢を見極

めながら検討してきたということでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今まで慎重にこの事業について温めてきたというこ

とであって、これからスピード感を持って進めていかなければいけないのだ

けれども、令和２年度この美化センターの処理施設の基本を進めていくに当

たって新たな体制を取りながらこの事業を加速していくような思案はありま

すか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今回これは今お話ししました国の変更もありますし、それか

らもう一つは広域に対する国から県に対してそのごみ処理施設の集約化、広

域化計画を作りなさいという部分がありますので、そこでもう一回広域につ

いても合わせてその中で検討できる要素があるかと思っています。それらも

踏まえた中で前回の基本構想のこの４つの課題を何とかクリアして、そのク

リアした先が建設に向けた非常に近づいていくことになるのかなというふう

に考えております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今年も主要事業でこれも入ってきて、総合計画の中

でも美化センターの更新というのは非常な重要事業の中で入ってきて、今ま

でと同じ体制でやっていては駄目だと思うのです。何らか新しいスパイスを

加えながらこの事業を加速していくという点において、令和２年度そこのと
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ころをやっていかなければいけないと。今の答弁だと今までの体制をそのま

まやっていくのだけれども、その中でスピード感を持っていくのではないか、

何か新しいものを入れなければ、だから人事変えろと言っているのですけれ

ども、そのような検討というのはなさいますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時22分 休憩 

 

                       10時22分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  環境市民部長。 

〇環境市民部長 来年度においてはこのような内容の委託業務であります。そ

れを基にその来年度以降の作業工程の中で人が必要ということが見えてきま

したらば、そこで体制を変えてこの事業を進めたいというふうに考えます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑ありませんか。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） すみません。先ほどの新廃棄物処理施設の件な

のですけれども、実施計画のほうでは事業概要が候補地の選定ということが

記載されています。予算上は構想の策定委託ということなのですけれども、

ちょっとこのタイムスケジュールを教えていただきたいのですが、候補地選

定をした後に基本構想を作成されるのか。候補地があった上での構想作成な

のかという部分だけ確認させてください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時24分 休憩 

 

                       10時24分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

  暫時休憩いたします。 

                       10時24分 休憩 

 

                       10時24分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

生活環境課長。 
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〇生活環境課長 今年度候補地の検討についていろいろ進めているところで

す。これらの成果を生かしながら、しかしながら来年度行う施設の規模とか

予熱というのは場所と当然リンクしてきて一緒になって検討しなければいけ

ないという部分がありますので、どちらが先かというのはなかなか難しいと

ころなのですが、言ってみれば平行しながら、場所の問題とそれから予熱利

用、そうしたものを一緒に考えていくということになろうかと思います。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 112ページの火葬施設の14節、15節工事請負費で

すけれども、これはこの１年間でもこういう補修はしなければいけないとい

う、そういう意味合いですね。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 毎年行っているれんがの修繕だとか、あるいは緊急時の対応

ということで計上させていただきました。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） それを例えば工事実施時期というのは状況を見

てなのですか、それとも定期的にやっているのですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これは、火葬炉の傷み具合を見ながらその適当な時期を見て

実施しております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 110ページの一番上の新エネの補助金ですけれど

も、太陽発電をもう切ったという、その判断のよりどころは何でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 太陽光発電につきましては、かなり標準的に設置する新築の

お宅が増えてきておりまして、もはや補助金をつけなくても十分行けるでは

ないかという、そういう判断がありました。それから、県の補助金も数年前

に廃止しておりますので、そうした情勢を見ながら廃止に踏み切ったところ

でございます。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 農地、農転かけるかどうかは別として、お茶の

上に太陽光発電乗っけるとか、農地の利用という、農地とか空き地、使われ

ていない土地の利用で住宅の屋根はよく分かるのですけれども、空き地の利

用で太陽光発電設置するってかなりあるのですけれども、そういうのももう

全くこれはなし。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今回の場合は10キロワット以下ということで、うちの場合に
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は住宅用でやっておりますので、そうしたものは個別に別に補助対象にはこ

れまでもなっていなかったと。恐らくそういう農地のものであるとかという

のはもう10キロ以上の大きなものでないかとは思います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 僕は、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時28分 休憩 

 

                       10時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇副委員長（村田 悠） ここは、やはり美化センターの更新に当たっては総

合計画、それから来年度予算の主要事業ということで載っかっているのです

けれども、平成27年に基本構想を策定してからやはり、これから４年か５年

このまま、放置とは言わないけれども、熟成しすぎた、そのことによってこ

ういう変えなければいけないところも出てきたり、候補地の選定も遅れてき

た。主要事業というのは３役だとか市長だとか、副市長だとか、理事だとか

そういう人たちが主導的に行っていかなければいけない事業である。今まで

遅れてきたものに対してこういう200万円のものをつけて、またこれから先こ

れはスピード感を持って行っていける事業なのかどうなのかということは私

は疑問であるから、ここのところについては意見をしたいというふうに思い

ます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 
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生活環境課（第８号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。協議会とかでも話は出ているのですけれ

ども、墓地事業費に関して、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時36分 休憩 

 

                       10時36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 繰入金の関係で、事業収入と事業支出が単純に赤字であ

るという点を考えて、ここを解消するための方策というものは令和２年度中

何か考えていることはありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これはご存じのとおり墓地を販売しなければお金が入ってこ

ないわけですから、これをしないと解消はできないということがあります。

ただ、墓地を、まずは何とか造れるような方向で墓地の希望を、要望を何と

か少しでも多く獲得していくという、そういう意味での努力はしていくつも

りでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 要望を獲得しても今現在獲得したものは全部借入額に回

すしかないものですから、そこのジレンマは理解はするのですけれども、１

点気になるのが積立金に対して600万の計上があって、ここの部分というのは

この金額でなければいけない理由というものがあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時38分 休憩 

 

                       10時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 こちらの600万というのは、管理料からの収入になるものです

から、ですから特に墓地会計全体の赤字とは直接には関係ない部分でござい

ます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 先ほどの話に戻るのですけれども、墓地を４号域、５号
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墓域を造成しなければ体質的には赤字が解消できないというふうな話であれ

ば、ここを一刻も早く進めていく必要があると思っています。その点に関し

てほかの部局、部署との協議、連携というものは令和２年度中進める予定は

ありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 例えばですけれども、墓地の需要者を開拓するということで

あるならば、移住定住の関係の部署と連携するということは考える余地はあ

るのかなというふうには思っております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時39分 休憩 

 

                       10時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 整備に当たっては、企画、あるいは財政等と協議を続けてい

きたいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 地方債の残高で327ページ、これ２年度末が3,500万で、

もう一回令和３年度で償還し終えるって解釈でいいのかな。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時40分 休憩 

 

                       10時40分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

 生活環境課長。 

〇生活環境課長 借り入れの償還はまだ引き続き続きまして、全部終わるのは

令和９年度になります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時41分 休憩 

 

                       10時41分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 
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〇委員（勝又利裕） さっきの件は了解です。 

  ４号、５号墓域の関係で、整備費は試算していますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 試算は行っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） それから、工事期間どのぐらいかかりますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今回区画の中身を見直すということになりますと、設計の変

更も必要ですから、それも入れて１年弱はかかるだろうというふうに見てお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今仮予約を受け付け始めたということですけれども、仮

予約をどこまで引っ張って、整備には先ほど言った１年半ぐらいかかるとい

う話ですから、その辺のスケジュール感というのは今答えられる範囲で教え

てください。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 仮に来年度中が予算計上しておりませんから無理としまして

も、令和３年度早々には着手できればありがたいなと。あるいは、それより

も前に場合によってできればもっとありがたいのですけれども、一応スケジ

ュール感としましては、来年度１年間そういう予約を受け付けていって、令

和３年度から着手してという、実際に販売ができるのが令和３年度の終わり

ぐらいになってしまうのかなという、そういうスケジュールでございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今の考え方は分かったけれども、仮予約を受け付けを始

めているって話ですから、その人たちに対して具体的に言える時期というの

があるはずなのだけれども、まだ言えないと思うのだけれども、その辺の考

え方はいかがですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 予算がどうしても絡むものでありますのではっきりしたいつ

かというのは申し上げられないのですが、なるべく早く整備したいという意

向は伝えてはあります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、仮予約が外れていく可能性も当然出てくる

わね。いかがですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 どこまで待てるかという、そういうところの話になりますか
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ら、そういう可能性はあるかなとは思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 仮予約を受け付ける人は墓地を欲しい人ですから、それ

時期はともかく、だから早急に欲しい人に関してはそれは外れていく可能性

ということで理解しました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） これからの話ですけれども、墓地の形態いろい

ろありますが、違う、今の区画わけではない形態の墓地の販売ということは

考えていかないですか。まだわからない。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 いずれ考えていく必要はあるというふうには認識しておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 基本的には収入増やす目的があるので、樹木葬

だとか、合同で埋葬するとか、そういういろんなバリエーション、商品をそ

ろえていかないと数が増えないと思うのだけれども、どうですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ４号、５号まではこれは基盤ができていますから、通常今ま

でどおりの分譲になろうかと思います。６号以降については様々な方法につ

いて検討していく必要があるのかなというふうには認識しております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） そういうものは時期が問題で、パラレルで売っ

ていかないと取れないから、４、５が全部埋まったら考えますでは遅いので

す。だから、そういうメニューをそろえていくのが大事だと思うのだけれど

も。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今後の墓地整備全体の在り方については引き続きいろんなご

意見をいただきながら検討していきたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 今墓地の受け付けについては仮予約ということ

でおっしゃっていましたけれども、仮予約をする際に、暫時休憩お願いしま
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す。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時46分 休憩 

 

                       10時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇分科会外委員（井出 悟） 仮予約とした際に、要は造成が保証できないよ

うな契約をするということについて、庁内でどのような議論があったか教え

てください。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課課長 なるべく整備してから売り切るまでの期間を短くする必要

があるだろうという、そういう議論がありました。そうした中で、何とかあ

る程度整備してからすぐに売れるように事前に希望を整えておく必要がある

のではないかということで今仮予約ということで、ですから要望を承ってい

くという、そういう状態でございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時47分 休憩 

 

                       10時48分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 そうした議論はございませんでした。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 議論がないということなのですけれども、実際

に販売するということを考えたときに予約の取り方、在り方というものをい

ま一度整理する必要があるかと思うのですけれども、その部分についてのお

答えをお聞かせください。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 予約という司法取引上の契約行為というところまではやはり

行くのはふさわしくないということで、それから住所と名前と電話番号を聞

いておくだけの、そういう意味での仮予約、予約調査というか、そうしたも

のでございます。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 受ける側はそうだとしても、買主側がそうだと

いう保証はないわけですから、予約の在り方についてはいま一度確認したほ

うがいいかなと思いました。 
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  委員長、もう一件別件で申し訳ありません。 

〇委員長（中村純也） 当てています。 

〇分科会外委員（井出 悟） 当てていますか。すみません。先ほどなるだけ

早く売りたいという発言があったかと思うのですけれども、墓地事業に関し

ては事業債で発生する行為だと思いますので、販売期間というのは要は事業

債が発生している期間中は特に販売が短くする意図が、ちょっと必要性が感

じられないのですけれども、何でそのように考えられているのかを教えてい

ただければと思います。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時50分 休憩 

 

                       10時50分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

生活環境課長。 

〇生活環境課長 確かに10年間の償還期間ですから、その間に売り切ればいい

という考えは一つあろうかと思います。これから先につきましては、最終的

には庁内全体における政策的な判断になるかと思います。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 早く売ると予約というのがすごくくっついてい

るようにちょっと僕は聞こえていたのですけれども、その必要性の有無につ

いて政策の結果だということなのですけれども、ちょっとそこの部分がよく

分からなかったのでもう一度その関連があるようだったら教えてもらいたい

のですけれども、その２つのことが関連するのであれば。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 一般会計からの繰入金が多くなると財政上よろしくないとい

うことで、なるべく繰入金を少なくするために短期間で整備した後のものを

販売して売り切るということが望ましいという、そういう考え方によるもの

でございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時51分 休憩 

 

                       10時52分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第８号議案に関する質疑を終わります。 
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  これより第８号議案について意見を伺います。 

賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第８号議案に関する意見を終わります。 

  以上で、生活環境課の質疑を終わります。 

  休憩します。 

                       10時52分 休憩 

 

                       10時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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美化センター（第３号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。予算書で言うと122ページになるのですけ

れども、基本的には通常どおりの最終処分場も点検委託等々が入ってくると

思いますが、今年度、それから昨年度に関して補正で対応するような汚泥掻

寄機の不具合ですとか、浸出機の漏れのですとか、そういったことがあった

ことを受けて、来年度予算の中でこの点の点検方法が変わるとか、補正で対

応することがないような手当てというのは何か考えられていることはありま

すか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時06分 休憩 

 

                       11時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

美化センター所長。 

〇美化センター所長 第１期の浸出水処理施設の保守点検委託でありますが、

これが今まで月に２回であったのですが、これを毎週行うことにして、月４

回に改めて点検の精度を高めることにいたしました。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それ以外のことに関しては基本的にはないですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 それ以外は特にございません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 順番前後しますが、美化センターの側でも同様のこと何

かありますか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 美化センターについては特に変更した点はございませ

ん。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 監視カメラをつけるとかというのはこういったことがな

いようにというふうな意味合いではなく、どういった意図でつけるものでし

ょう。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは、予備品でございまして、実は一昨年に落雷があ
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って、そのときにそのカメラが壊れてしまいました。そのときに取ってあっ

た予備品をそこにつけて対応したということがあったのですけれども、今予

備品がない状態にありますので、それを買っておいて不測の事態に備えると、

そういう意味での今回の購入でございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 分かりました。すみません。最終処分場のほうなのです

けれども、借地で例年どおりの計上があるのですけれども、こちらの解消に

向けての検討というものは美化センターのほうでやられていることはありま

すか。やる予定のこと。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 こちらにつきましては、鋭意交渉しておりまして、なる

べく早く購入できるようにお願いしているところでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） すみません。話せる範囲で構わないのですけれども、地

権者さんとの交渉を既にしていて、来年度ももう既に交渉の予定があるとい

うふうなことでよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 交渉する予定がありまして、来年度は、特に３年に１回

の見直しの改定時期になりますので、そこで引き続きお願いしていくことに

なります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今のに関連して借地料の話、１期埋立てが終わっている

ところの浸出水の関係を管理するのは何年間ぐらいでしたっけ。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 埋立て終わってから完了届を出してその後水の基準値が

２年間クリアされれば廃止できるという、そういうスケジュールでございま

す。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 借地の関係で、今全体で多分借りていると思うのだけれ

ども、１期分と２期分と分けて交渉するとか、例えばそういう方法は考えて

いる。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これはできますれば一括で全て購入することでお願いし

ていく考えでございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょうど私がそちら側にいたときから話を始めているも
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のですから、だんだん、だんだん熟していくと思いますので、ぜひそれはよ

ろしく対応お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時11分 休憩 

 

                       11時11分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 119ページのプラスチック製の容器包装の関係で、金額は

もらえているけれども、大体収集量何トンぐらいを想定しています。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時11分 休憩 

 

                       11時13分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 350トン程度を見込んでおります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 大体300トンから400トンの間だと思いますけれども、そ

れに関して市が処理費を負担していて、最終的には容器包装リサイクル協会

から拠出金が来るのだけれども、それとどうもみ合わない部分が、どこの市

でもそうなのだろうけれども、そういう要望、もう少しよこせとか、国に対

して要望とかって、そういう考え方ってありますか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 委員おっしゃるとおり、そこは確かに見合わない部分が

あろうかと思います。今回プラスチックの問題が全世界を挙げて、日本国も

そういういろいろ見直しを図るということが出てきていますので、今こちら

から特に働きかけはしていませんが、全国都市清掃協会協議会を通じてまた

そうした働きかけができればというふうには考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 分かりました。世界的にプラスチックの問題あるから、

それはそれとしてでも、やはりこれも何年か続けてきている話ですから、機

会があればそういうことの話を国なりなんなり、清掃団体を通じてでも考え

ることが必要かなと思います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 
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  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。暫時休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時14分 休憩 

 

                       11時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 不法投棄パトロールを倍に金額上げたのですけれども、

委託先というか、はどこになるのですか。委託というか。パトロールする人

は誰ですか。昨年から…… 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 今年度はシルバー人材センターにお願いしております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今年度シルバー人材センターにお願いすることに当たっ

て、予算立てのときに職員が空き時間を使ってくれると、監査委員報告でも

職員がやったことによって非常に効果が上がるというふうに報告あるので

す。それを踏まえて、２カ月に１回が毎年実施になるのですけれども、そう

すると職員の引き続き毎月やるということでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 職員も空き時間があればやれる範囲で行いたいところな

のですが、なかなかいろいろ厳しい状況がありますので、委託できるところ

はお願いしていけたらということで倍の予算計上にいたしました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その点は分かりました。監査委員報告で職員がやったこ

とによって効果が上がっているというので、その職員の負担がほかの事業に

影響があったらいけないなと思ったので伺いました。それは引き続きお願い

します。 

  それと、委託費の中で排ガス測定機器定期点検委託というのが金額がかな

り上がっているのですけれども、このことに説明がいただければ。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時17分 休憩 

 

                       11時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

 美化センター所長。 

〇美化センター所長 来年度におきましては、設置から６年経過した古い部品



131 

 

がございまして、これらをこの中で点検しながらオーバーホールして交換し

ていくということになっておりますので、いつもより増額になっているとこ

ろでございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、６年経過した部品を点検するだけで、あと

はまた平常な予算立てに戻れるというふうに考えていいのですか。このとき

だけ、非常にレアだという。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 今回更新をする部品というのが５年推奨期間というこ

とになっていますので、設置から６年がたってしまっていることから今回交

換をするものでして、またその推奨期間が経過をするとその部分の費用負担

が発生してくると考えられます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 排ガス測定器をそのまま替えるということなのですよね。 

            （「そのままじゃない」の声あり） 

〇委員（内藤法子） ではなくて…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時18分 休憩 

 

                       11時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（内藤法子） 今の発言は取り消します。 

  それと、122ページの12節の委託料なのですけれども、ここが浸出水処理施

設維持管理委託や資源リサイクル委託、それから環境測定委託、軒並み上が

っているのですが、これは人件費の高騰とかそういうことと理解してもいい

のでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 浸出水処理施設維持管理委託につきましては、第１期

施設の点検が月２回だったものを４回になっていること、また資源リサイク

ル委託につきましては、シルバー人材センターにお願いをしまして、瓶の選

別や籠の洗浄等を行っておりますが、人数が３名の人員では不足してしまっ

ているために、人員は変わらないのですけれども、従事する時間を増やして

いただいて、その選別作業に当たっていただくということで増額をお願いし

ます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時19分 休憩 
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                       11時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 人件費だけではございません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） これは人事のほうかもしれないのですが、塵芥処理費の

中で今年度から会計年度任用職員の表示が入ってきていますけれども、昨年

賃金で出ていたものが今年度人の配置としては全く同じ配置がされているの

でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 人の配置につきましては同じ現状維持でお願いをしてご

ざいます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 22ページにごみの収集の特別手数料、予算的に昨年より

90万ほど減額になっていますけれども、この要因は何かあるのでしょうか。

衛生手数料の中のごみ収集特別手数料。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時21分 休憩 

 

                       11時21分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

美化センター所長。 

〇美化センター所長 ごみの持ち込みの量が減っているということで減額をし

てございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 減になっている理由というか、こちらでの働きかけでそ

ういう成果が出ているとか、何か減の原因というのは。それとも事業そのも

のの何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これ事業系のごみの手数料ですけれども、事業系のごみ

が減量しているというその実態に合わせたものであって、理由としては皆さ

ん減量、リサイクルに心がけていただいているというのが一つ大きな理由か

なと思います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 
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〇委員（岡本和枝） これまでやられてきた取組の成果が出たということも言

えるということですか、それとも景気のせいでごみも減っているのか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 そういう言い方も一つはあるのかなとは思います。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 119ページの塵芥処理費の役務費の中に放射線量測定器の

校正費が出ています、７万7,000円ですが、これと前のページになります清掃

総務費の中の役務費で放射能測定器の検査手数料８万円、これは同じものな

のですか、それとも別のものなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは美化センターで持っているものと生活環境課で持

っていると２つありまして、それぞれ計上してございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） これは毎年やられるのですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 毎年行う必要があります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 金額の差が出ているのは。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時23分 休憩 

 

                       11時24分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは見積もりを基に計上してあるのですけれども、７

万7,000円と８万円ということでありますので、この差については誤差の範囲

ということで考えております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時24分 休憩 

 

                       11時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 改めて執行するときにこの差については確認させていた

だきます。 
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〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の意見はありませんか。 

  土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 確認の意味でお伺いさせていただきたいと思い

ます。プラスチック製容器の収集運搬と処理委託ということで、先ほど350ト

ンというお話がありました。この数字というのは収集と、あと処理、両方の

トン数ということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 両方の数字、同じ数字であるというふうに認識しており

ます。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 以前聞いたことがあるのですけれども、プラス

チック包装容器を助然燃料として活用しているということをちょっとお聞き

したことがあるのですけれども、その辺はどうでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 確かにプラスチック容器は燃えるのですが、それをやる

ことによって焼却炉自体がやっぱりクリンカと言いまして、塊がついたりし

て、炉の耐久性に損傷が出たりとかということがございますので、そう考え

ますと分別して処理するというのが望ましいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時26分 休憩 

 

                       11時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 していません。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） ページ22の先ほど滞納繰越分ということで18万

円というお話がありました。その搬入した事業者なのですけれども、今現在

もごみを受け入れているかどうかをお伺いしたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時27分 休憩 

 

                       11時27分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 この滞納繰越分については、いろんな諸事情があって今

途中で廃業したり、そうした事情があるような事業者がほとんどでございま

す。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時27分 休憩 

 

                       11時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは、ごみステーションの出している分でありますけ

れども、今は収集はしておりません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 118ページのペットボトル収集等の処理委託です

けれども、これはどこに委託しているのですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 ペットボトルの収集につきましては、これはこれから先

業者を決めることになるのですけれども、入札によって事業者を決めて行う

ことになります。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時28分 休憩 

 

                       11時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 ペットボトルにつきましては見積もり合わせで行ってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） リサイクルは別ですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは、市内にあります中間処理施設の港さんと契約を

しております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 支所にペットボトル回収する箱が置いてあるの
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ですが、あれはこの収集業者が定期的に見て回るのですか。どういうシステ

ムになっていますか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは、収集のこの業者が週に３回収集しております。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時29分 休憩 

 

                       11時30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） このペットボトルのリサイクルのほうは、雑入

とかには入ってこないですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 リサイクル協会からの拠出金というのがありまして、そ

こに収入として入ってきております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時30分 休憩 

 

                       11時31分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 270万円のうちに入っております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） パソコンも回収していますが、あれの材料とか

部品とかの売却収入は雑入に入ってきていないのですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 こちらは資源ごみの売却量の中に入ってきております。 

〇委員長（中村純也） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） ちなみに、幾らぐらい入っているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時31分 休憩 

 

                       11時32分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 
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〇美化センター所長 決算の事務事業調書の中に記載してございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第３号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、第３号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で、美化センターの質疑を終わります。 

  以上で、環境市民部関係の議案の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       11時33分 休憩 

 

                       11時35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  以上で、予算決算委員会総務分科会に割り振られました議案の質疑を終了

いたします。 
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自由討議 

〇委員長（中村純也） 次に、自由討議を実施いたします。 

  委員の皆様に申し上げます。発言は１人ずつマイクを使用し、委員長の指

名により発言してくださいますようお願いいたします。自由討議です。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 今回の審査の、普通３日間だったのですけれども、実質

的に２日間で済みました。そういうやはり総務委員の皆さんは、本当にこう

いう実績とか、総合計画とか事業についてやったからだと私は思いました。

また委員長の采配がよかったからだなと思います。やっぱりそうなると、ほ

かの委員会もできないわけではないと。そうすると、常任委員会で３日間減

る、そうすると予備のいろんなことに使えるのではないかなとそう感じまし

た。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 議案については特にないですか。よろしいですか。ま

たあれば言ってください。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 委員会の進め方というか、いろいろな質疑関係は当初の

目的どおりできたのかなと思っています。議案について、予算ですから、予

算審査をするのですけれども、どうしても実施計画があるのだけれども、単

年度のしかないから次年度がどうなのか、それも見据えた中での事業がどう

いう計画されているかというのはなかなか分かりづらくて、そういう部分は

以前は短期実施計画って３年どおりやっていたのですけれども、そういうの

が今はない状態で、向こう３年間どういう事業が計画されているだろうなと

いう中の次年度予算という視点で見ることはなかなかできないという部分が

恐らく皆さんあると思いますので、その辺についてはまた一般質問なりなん

なりで当局に要望していくのかという話にはなると思いますけれども、そん

なところをちょっと感じました。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 前回の予算の審査のときのちょっと自由討議のところで

２つ出ていたのです。１つは、全体の委員会をやるときに委員長の負担もあ

るのだけれども、総務を一番にしたほうが後の委員会のほうがいいのではな

いかというのがありました。今回たまたま総務が一番になったので、それが

ほかの委員会の審査にどのように影響するのかというのはまた見ていって、

きっといい影響が、やっぱり財政とかを先にやるのでよかったのではないか

なと私は思います。委員長の負担とかいうのがあるので、ここはちょっとい
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ろいろ議論があると思いますけれども、それはよかったと思います。 

  あともう一つ、前回の反省点のときは、関連質問のときはそのままやって

しまうほうが行ったり戻ったりしなくていいよねというのがあったのです

が、今回はそこが特に注目されていなかったので、余り重なりはなかったの

ですけれども、それはやったほうがよかったかな。 

  それから、予算書は委託先とか人数とか、昨年度に比べると詳しく書かれ

ているところがあったので、その部分が聞かなくて済むというので当局の努

力してくれたのだなと思いました。 

  それから、あと実施計画と、それと監査委員報告と、行政構造改革、そう

いうものを資料にやったのですけれども、総務委員会皆さん優秀だなと思い

ました。 

  それと、また思い出したら言います。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） これまでも協議があったように、まず予算決算委員会の

分科会としての進め方として、今回非常に節の部分ではなく、事業の効果で

すとか、そういった視点の話が多く出たかなと思うものですから、進め方は

非常にこのほうが私も理解がしやすいですし、市民の方にも説明がしやすい

ものができるのではないのかなというふうに考えていますので、それは委員

長を初めありがとうございましたという点が１つと、それから議案に関して

なのですけれども、審査の中で不明な点というものは余り感じる部分ではな

かったのですけれども、どうしても予算の審査ですので、事業の目線がまだ

まだ追いついていかないなという、こちら側もあるのですけれども、担当課

のほうでも説明の際に予算の説明に執してしまうという部分がどうしてもあ

るものですから、事業の効果を見込んでそのためのこういう予算の積み上げ

ですというような、そういった説明があってもいいのかなというふうには感

じました。あとは特にはないです。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 最初に、附属説明書の改善というのはとても有効的であ

ったと思います。それでもしできれば工事箇所の地図は一緒に載っているの

ですが、早く準備できる資料というものがあれば、これにプラスされればも

っといいのかなというふうに全体にわたる資料があればいいのかな。それと、

予算書も説明欄にいろいろ記述があって、全体がよく理解できる、特に今回

の賃金から会計年度任用職員になった部分での移り内容がよく分かってとて

もよかったのかなと思います。 

  進め方もコンパクトによかったと思います。 
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  あと、議案の内容だけで、最後、昨日非常備消防費の中の費用弁償の件を

聞いたのですが、実はその裏に大きな問題が潜んでいたなというのは終わっ

てから気づいた状況です。その辺のことは引き続きやっていきたいと思って

います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） これ議案のことしゃべっても。３号議案の審査やっ

ていたわけなのだけれども、今回やっぱり一番やらなければいけないのは第

５次総合計画作るに当たって人事案件もそうなのだけれども、特別職のとこ

ろもあって、条例どおり２人副市長の予算も上げてきて、この審査やる前に

施政方針演説で２人でお願いしたいということが示されたわけで、その２人

示すに当たってやはりこの審査の前にこういう人物であるから２人のところ

を計上したのでお願いをしたいということに当たって審査をするのであれば

事は分かるけれども、それがＸという人物で、片方は現状のままで、もう一

人どうかというところの審査において何を基にこれを審査していいのか分か

らない。やはりそういうところはしっかりやらなければいけなかったかなと

いうふうに思います。俺らがしっかりやらなければいけなかったのではなく

て、向こう側がしっかり端から提出しておくべき話だったのではないかなと

いうふうに思います。 

  あとは、今回第４次総合計画を計画の最終年度で、これは果たして令和２

年度これで足りるのかという質疑と、第５次総合計画をこれから策定する年

度にとって必要だったのかという話はできたかなというふうに思うし、単年

度の主要事業のところに予算がついているところは質疑はわりかしできてい

たし、資料もそろっていたのでしやすかったかなというふうには思います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時44分 休憩 

 

                       11時45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 一般会計について反対の意見を述べましたけれども、一

番はこの間３年の中の、狭く言えば２年目なのですけれども、全体の進め方

の中で住民の福祉というか、住民の福祉への負担を求める一方でこの行財政

改革を進めているというのが一番の大きな問題だというふうに思っていま

す。それと、企画政策のところに出たのですが、バスを廃止してほしくなけ

れば乗るようにという、そういう視点で住民に向かっているという部分の大
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きな問題、本来公共交通を走らせるためには住民の福祉を守るためにはこう

いうプラスがあるのだというところから住民説明会に行き、予算を積み上げ

なければいけないのに、それが何か全て受益者負担に矮小化されてしまって

いるというのが一番大きな問題かなというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 生活環境課のところの美化センターの基本構想のと

ころについて意見をしたわけで、27年に基本構想が示されてからこの平成で

言うと今32年度予算をやっているのかな、この５年間の間どういうことが行

われてきたかということの説明もないまま修正をかけ、再検討を行わなけれ

ばいけない200万円というのはあまりにお粗末で、何かその基本構想を作った

こと時点で終わってしまっているのと、あとうちのまちからオーダーをかけ

て作ったような内容にはなっていなかったからそこは修正もかけなければい

けない。あともう一つ一概に言えるのは80億から100億かかる事業と言われる

非常に大きなウエートをやる事業において、本来であれば部長級でなければ

もう一個上のランクが音頭を取ってやっていかなければいけない事業に熱さ

を感じないというか、権力を感じないということによって、この事業は果た

して大丈夫かなというのが１つ。それから、これから事業選定するに当たっ

て、やはり重要なことは政策よりも政治力というものが試されてくるような

年度に入ってくるかなというところにおいて、果たしてこの事業はできるか

なというところを感じています。計画作るだけで何か仕事が終わったような

感覚に陥るような感じを受けるから、ここはどうかなということで意見をし

たわけであります。 

〇委員長（中村純也） ありがとうございます。委員長報告の中では意見につ

いては行財政構造改革に疑義がありという反対の旨の意見がありましたとい

うことと、美化センターについては事業のおくれを生じさせたことに十分な

説明や責任が示されず、今後の進め方の信用性に疑義があり反対する旨の意

見がありましたというような感じでまとめさせてもらいますので、ご承知を

ください。これに関して自由討論何かありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） いいですか、とりあえずここでは。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 行財政構造改革については、僕もちょっと質疑したとき、

身の丈云々というのがどうも独り歩きしてしまっていて、要は歳入に見合っ

た歳出構造に変えてくれという、ＰＲがもっと全然足りていないような気が

する。だから、そこら辺をもう少し、議案審議でもそうだったのだけれども、

とにかく財政が厳しい、財政が厳しいというよりは、歳入がこれだけだから
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歳出もこれだけにしますよというみんなに理解をしていただくような、予算

ではなくて、全体の中でもう少しＰＲをする必要性を感じました。 

〇委員長（中村純也） ありがとうございます。 

  暫時休憩いたします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時50分 休憩 

 

                       11時50分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  わかりました。 

  ほかに。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時50分 休憩 

 

                       11時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

増田委員。 

〇委員（増田祐二） 墓地の話に関しては、昨年度の行政視察で我々も、昨年

度…… 

            （「今年度」の声あり） 

〇委員（増田祐二） 訂正します。今年度の行政視察で寝屋川市のほうで墓地

の視察をしてきたということもあり、どのような形で進めるのかというのは

まだまだ協議が必要というのはあるのですが、現状の状況に関して４号墓域、

５号墓域というものは整備するべきだというふうなところが総務委員会の一

致した見解かなというふうに認識しております。その点に関して我々のほう

でどういった動きをしていく、総務委員会としての動きをどうしていくべき

かということに関しては、もっと我々のほうで協議を重ねて、その上で何か

成果物を出していく必要があるのかなというふうに考えています。 

〇委員長（中村純也） ありがとうございます。委員会協議会などで情報交換

をしながら視察もしつつ、今おっしゃったとおり整備についての必要性が予

算化されていないことは残念だったなというような形があります。でき得る

だけ早く整備に向けた動きを年度内に、来年度実施していただきたい旨の附

帯決議などをつけるというのはいかがでしょうか。委員会としてです。今回

の報告の中でその分をつけるというのはいかがでしょうか。よろしいですか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（中村純也） では、皆さん合意するので、その部分については附帯
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決議を一応つけさせていただくということでいきたいと思います。 

  ほかにはありますか。よろしいですか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 研修費というのをことごとく削っていって、人材育成っ

て私とても大切だと思うのです。内製化も、内部講師というのもいいと思う

のですけれども、これからの部分とかいうことで大きくまちが変わっていく

ときに、職員の人材育成に外に出ていくのも含めて研修費を全体的にちょっ

とずつちょっとずつ増やしているところはないのです。ちょっとずつだけれ

ども、全体的に削っているということは、私はやっぱりこれから職員に期待

したいので、ここは何とかならないのかなと思ったのですけれども、皆さん

はいかがでしたでしょうか。私はそう思いました。 

〇委員長（中村純也） どなたかそれに関して。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 旅費日当を見直すときに、その条例案作ったときに一般

財源が浮くからそれを研修費に回してもらいたいという、僕は賛成討論の中

で言ったのですけれども、それが行財政構造改革と絡めて結果的にはほとん

ど入っていないのだけれども、年々下がっているのは事実だと思っています。

ただ、では外へ出て行かれないかといったらそうではなくて、いろいろな部

分で研修のメニューをやっぱり自分たちで考えながら変えていく必要もある

のかなという気はしております。だから、一概に減ったから外へ行かれない

ということではないとは思っています。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかの方。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 今の研修が少なくなったって…… 

            （「研修費」の声あり） 

〇委員（佐野利安） 研修費がって。でも、人材育成はもちろん大事ですけれ

ども、それによって職員の心の病というのは増えていると思うのです。それ

は、研修、研修ではなくても。そちらのほうにもやっぱり力を入れるべきか

なとは私思いますけれども。 

〇委員長（中村純也） ほかに。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 人材育成と言いつつも、行政をもうアウトソーシングし

てしまおう、民営化の方向というのがはっきり出ている、それと住民の福祉

向上みたいな部分は余り頭に入っていないというようなのを議論の中で感じ

る、そこのところを見ていかなければ個々のところの問題の解決というのは
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きちんとはできないなというふうに思います。大きなところの方向性がちょ

っと違うのかなというふうに思うのです。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 自由討議ですので。研修費が削られたことに関して削ら

れているというか、減額されているということに関しては内藤委員がおっし

ゃるように僕も少し悲しい部分ではあるわけですが、その点を鑑みて、私が

民間にいた頃には自分を高めるための研修費というのは一円も出していただ

けませんでした。基本的には自分で出すものだというふうに僕は教わってき

たものですから、それが正しいというふうには決して思ってはいないのです

けれども、先ほど勝又委員のほうからも学び方は様々あるということを鑑み

れば、必ずしも予算をつけて予算を増額すればいい研修ができるわけではな

いという考え方もありますので、その点を考え、予算云々ではなく、研修の

効果を最大にする方法というものは今後も検討をし続けていきたいなという

ふうに認識しています。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 研修費の削減においては内部講師の活用だとか、そ

ういうことが上げられていたわけだけれども、やはり内部講師というのはこ

の建物の中の人間であって、この建物の中のイズムがその人間には染み付い

ていたものが外に行ってきたものを持ち帰ってくるということを皆の前で講

演などをするのだけれども、そこの一つ自分が持ってきたものをしゃべると

いうことにおいては、そこに一つ考え方の偏向的なものが非常に裾野チック

になって伝わるということがあって、ものの膨らみが見えないということに

おいて、内部講師の活用はいいのだけれども、本来であれば実地に行ってそ

のものを見て、百聞は一見にしかずだから見るべきだというふうに思います。

それも大いに結構なのだけれども、やっぱり先進地を見てどのように感じ、

どのようにクリエイトしていくか、物事を発想するかということがこれから

求められていくことではないかなというふうには思います。私は、さっきの

旅費日当のところは反対だったのですけれども、あんなものどんどん出張さ

せて、僕が上だったらさらに飲み会も出てこいと、そこでネットワークを作

ってきてどんどん見聞を広めてくれというくらいやりたいくらいだけれど

も、非常に閉鎖的だし、見聞を広げるような環境にはないと。でも、それが

今の現状であるからして仕方がないかなというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） 中村です。私は、用意されたメニューではなくて、行

きたいメニューというのを増やす工夫というのをどんどんやってくだされば
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いいかなと。今回もボトムアップの研修に力を入れていたと、アンケートを

取ったりとかやっているので、その努力は私は買っていると。その後研修費

用だという形になるかなと思っています。 

  では、研修費についての自由討論がありましたので、ここも一応付け加え

ておきます、報告のときには。よろしいでしょうか。 

  では、以上で……暫時休憩いたします。 

                       12時00分 休憩 

 

                       12時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  以上で、本委員会に付託され、本分科会に割り振られた議案の審査は全て

終了いたしました。 

  来る３月18日の予算決算委員会で分科会委員長報告をいたします。 

  審査にご協力賜りましたことに感謝申し上げまして、予算決算委員会総務

分科会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

                       12時00分 閉会 

 


